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決算常任委員会議事録 

 

１ 日  時  令和５年９月５日（火） 午前 ９時３０分 開会 

２ 場  所  太子町議会全員協議会室 

３ 出席委員  委 員 長    中村 直幸    副委員長   森田 忠彦 

        委  員    斧田 秀明           建石 良明 

                藤井千代美           村井 浩二 

                䭜本 博之           䭜本  馨 

        監査委員    西田いく子    議  長   山田  強 

４ 欠席委員                
 
                        会 計 管 理 者 ５ 説 明 員  町    長  田中 祐二           奥埜 哲生 
                        兼 会 計 課 長 

        副 町 長  齋藤 健吾   自治防災課長  䭜中 一嘉 

        政策総務部長  小角 孝彦   税 務 課 長  田中 信幸 

        まちづくり推進部長  村上 正規   住民人権課長  木村 厚江 

        健康福祉部長  子安 逸二   子育て支援課長  川久保みのり 

        教 育 次 長  池田 貴則   福祉介護課長  䭜本 知也 

        秘書政策課長  西本 武史   いきいき健康課長  堀内 孝茂 

        企画担当課長  小泉 大吾   保険医療課長  松岡 健一 

        総務財政課長  小南 考弘 

６ 議会事務局  事 務 局 長  正野  正   書    記  木下 雄平 

７ 傍 聴 者                

８ 会議に付した事件 

（１）認定第１号 令和４年度太子町一般会計歳入歳出決算認定について 
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午前 ９時３０分 開 会 

○中村委員長 皆さん、おはようございます。 

 本日、決算常任委員会を開催させていただきましたところ、ご出席をいただきまして、

ありがとうございます。 

 最初に、報告がございます。教育長中道雅夫氏より、地方自治法第１２１条第１項に

基づき、本日９月５日、明日９月６日の欠席届が提出されておりますので、ご報告いた

します。 

 会議に先立ちまして、町長より挨拶を受けます。 

○田中町長 皆さん、改めまして、おはようございます。 

 決算常任委員会の開会に当たりまして、ご挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様方には大変お忙しい中、ご出席を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、本委員会に付託された案件でございますが、認定第１号、令和４年度太子町一

般会計歳入歳出決算認定についての１件でございます。何とぞよろしくご審議いただき、

ご認定賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、開会のご挨拶とさ

せていただきます。 

○中村委員長 本日は全員出席していただいておりますので、会議が成立いたしました。 

 よって、これより委員会を開会いたします。 

 それでは、会議に入ります。 

 この度、本委員会に付託されました案件は、決算認定案件１件でございます。ご審議

のほど、よろしくお願いいたします。 

 認定第１号、令和４年度太子町一般会計歳入歳出決算認定について、これを議題とい

たします。 

 本件について、説明を求める前に、皆様方にお諮りいたします。 

 内容の説明につきましては、まず、会計管理者から決算の概要の説明を受け、その後、

所管ごとに歳入歳出の説明を受け、質疑を行います。全ての説明と質疑が終わりました

後に、討論、採決を行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○中村委員長 ないようでございますので、順次、説明を求めます。 

 それでは、まず、決算の概要説明を求めます。 
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○奥埜会計管理者兼会計課長 おはようございます。 

 それでは、私のほうから、総務財政課作成の令和４年度歳入歳出決算書附属説明資料

に基づき、一般会計歳入歳出決算の概要につきまして、ご説明を申し上げます。 

 では、まず、資料１頁、第１表、収支の状況の表からでございますが、①歳入総額は、

前年度に比べ、８千９６３万８千円、１.４％増の６５億７千４７７万８千円、②の歳

出総額は、前年度に比べ、１億２千３１２万８千円、２.０％増の６４億１９万６千円。

歳入総額から歳出総額を差し引いた③の形式収支は１億７千４５８万２千円となってお

ります。 

 また、この形式収支から④翌年度へ繰り越すべき財源８６９万５千円を差し引いた⑤

の実質収支につきましては、１億６千５８８万７千円となっております。 

 次に、歳入の状況でございますが、３頁、第２表、歳入決算額の状況の表をご覧くだ

さい。 

 まず、町税でございますが、前年度と比較して、１千９０３万６千円、１.４％増の

１３億７千５４１万９千円となっております。 

 続きまして、地方譲与税以下、記載の各種交付金などのうちから、主なものについて

申し上げます。 

 まずは、地方消費税交付金でございますが、前年度に比べ、２５５万４千円、０.

９％増の２億８千１４１万２千円。 

 次に、地方特例交付金が、１千５４３万７千円、５７.８％減の１千１２９万２千円。

地方交付税が、１億６千２２７万２千円、８.７％増の２０億２千９３０万３千円とな

っております。 

 次に、分担金及び負担金ですが、前年度に比べ、３２７万８千円、１０.６％増の３

千４１６万２千円となっております。これは、主に保育所入所委託費利用者負担金での

増などによるものでございます。 

 次に、使用料及び手数料につきましては、前年度に比べ、３６２万１千円、６.０％

増の６千３７７万５千円となっています。これは、主に総合スポーツ公園使用料の１６

７万９千円、地域公共交通運行バス使用料での５５万７千円の増のほか、生涯学習セン

ター開館に伴う使用料の皆増などによるものでございます。 

 次に、国庫支出金ですが、前年度に比べ、１億２９万５千円、８.４％減の１０億９

千５３４万９千円となっております。これは、主に電力・ガス・食料品等価格高騰緊急
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支援給付金事務費・事業費補助金で６千５３３万６千円、重層的支援体制整備事業費交

付金で２千６１３万４千円、出産子育て応援交付金で６２８万４千円の皆増と、また新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金で８千７６４万１千円、介護給付・訓

練等給付費等負担金で１千５９８万６千円の増となったものの、子育て世帯生活支援特

別給付金給付事務費・事業費補助金で１億９千１００万円、住民税非課税世帯等に対す

る臨時特別給付金給付事務費・事業費補助金で９千３４１万円、新型コロナウイルスワ

クチン接種対策費負担金で３千２３８万７千円、また新型コロナウイルスワクチン接種

体制確保事業費補助金で１千５２６万６千円の減となったことなどによるものでござい

ます。 

 次の府支出金は、前年度に比べ、２千７７０万８千円、５.５％増の５億３千２８９

万７千円となっています。これは、主に重層的支援体制整備事業交付金で９２３万５千

円、出産子育て応援交付金で１３３万５千円の皆増のほか、大阪府市町村振興補助金で

１千１１５万円、介護給付・訓練等給付費等負担金で７２１万３千円の増となったこと

などによるものでございます。 

 次に、財産収入ですが、前年度に比べ、４千２７９万３千円、１千４８２.８％増の

４千５６７万９千円となっています。これは、財産売払収入で４千３５１万６千円の増

となったことによるものでございます。 

 次は、寄付金ですが、前年度に比べ、２億４千９９３万９千円、２１３.９％増の３

億６千６７７万８千円となっております。これは、ふるさと太子応援基金寄付金で２億

５千４９３万９千円の増となったことによるものでございます。 

 次の繰入金につきましては、前年度に比べ、１億１千８８万２千円、３６.８％減の

１億９千３５万１千円となっております。これは、主にふるさと太子応援基金繰入金１

億６千７８８万１千円の増、また、森林環境譲与税基金繰入金で３８４万８千円の皆増

があったものの、太子まちづくり「夢」基金繰入金で５８２万９千円の減、公共施設整

備基金繰入金で２億８千８１８万５千円の皆減となったことなどによるものでございま

す。 

 次に、諸収入でございますが、前年度に比べ、５７６万３千円、１０.７％減の４千

８０７万５千円となっております。これは、主に財産売払入札保証金で１０８万円、子

ども活動支援補助金で１００万円の皆増のほか、資源ごみ売却代で２３７万６千円の増

があったものの、地域スポーツ施設整備助成事業助成金で７００万８千円、地域づくり
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助成事業助成金で２００万円の皆減、また退職消防団員報償費等で２４９万２千円の減

となったことなどによるものでございます。 

 次の町債につきましては、前年度に比べ、３億２千５４３万６千円、６３.１％減の

１億９千４６万９千円となっております。これは、主に高規格救急車整備事業債で４千

６０万円皆増のほか、総合スポーツ公園改修事業債９７０万円、磯長小学校新館トイレ

改修事業債で７００万円の増があったものの、幼稚園空調設備更新事業債で１千４２０

万円、緊急浚渫推進事業債で３５０万円の皆減、また、生涯学習施設等整備事業債で２

億７千２５０万円、臨時財政対策債で８千６７３万６千円の減となったことなどによる

ものでございます。 

 次に、４頁中段からの自主財源と依存財源についてでございますが、次の５頁でござ

います。 

 図４、構成比の円グラフにありますように、令和３年度に比べ、自主財源比率が３０.

７％から３５.５％へと、４.８ポイントの増となっております。 

 続きまして、歳出の状況でございますが、少し飛んでいただきまして、１１頁となり

ます。第６表、性質別歳出決算額の状況でございます。 

 この中の一番上、義務的経費ですが、前年度と比べて２億２千６０３万３千円、７.

６％減の２７億５千５９７万６千円となっております。 

 次に、この義務的経費のうち、人件費につきましては、前年度に比べ、１千１０２万

９千円、０.９％減の１１億５千９２２万円となっております。これは、主に報酬で１

千３８１万４千円の増となったものの、職員給で１千４７４万円、退職手当で８７９万

２千円の減となったことなどによるものでございます。 

 次の扶助費は、前年度に比べ、１億９千１１１万１千円、１３.９％減の１１億８千

２４万８千円となっております。これは、主に電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援

給付金で６千２２０万円の皆増、障がい児通所等給付費で２千６５５万４千円の増など

があったものの、子育て世帯への臨時特別給付金で１億８千９７０万円、住民税非課税

世帯等に対する臨時特別給付金で９千３７０万円の減となったことなどによるものです。 

 また、公債費では、前年度に比べ、２千３８９万３千円、５.４％減の４億１千６５

０万８千円となっております。これは、主に元利償還額のうち公共施設等適正管理推進

事業債で５１０万円、臨時財政対策債で１千９６３万４千円、幼稚園移築事業債で７０

０万９千円、また、施設整備事業債で４０７万６千円の皆減となったことなどによるも
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のでございます。 

 次の投資的経費につきましては、前年度に比べ、５億８０４万４千円、６５.０％減

の２億７千３８５万９千円で、全額が普通建設事業費となっております。このうち、補

助事業に係る決算額は、前年度に比べ、４９４万９千円、６.８％増の７千７６２万５

千円。単独事業に係る決算額については、前年度に比べ、５億１千２９９万３千円、７

２.３％減の１億９千６２３万４千円となっております。 

 続きましては、その他の経費でございますが、前年度に比べ、８億５千７２０万５千

円、３４.１％増の３３億７千３６万１千円となっております。 

 次に、その他の経費のうち、物件費でございますが、前年度に比べ、２億２千１１６

万３千円、２２.０％増の１２億２千７６４万円となっております。これは、主にふる

さと太子応援基金寄付金事業業務委託料で１億５５６万３千円の増のほか、キャッシュ

レス決済還元キャンペーン事業委託料で６千４１万６千円、生涯学習センター備品購入

費で３千６７万５千円、また、マイナンバーカード取得促進業務委託料で１千３００万

２千円の皆増となったことなどによるものでございます。 

 次の補助費等では、前年度に比べ、６千５３６万円、８.８％増の８億４１８万３千

円となっております。これは、主に新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業償還

金で１千７７８万７千円、路線バス運行事業補助金で８２６万１千円、出産子育て応援

交付金で８００万円、また、事業者等緊急経済支援事業支援金で６７０万円の皆増とな

ったほか、学校園給食費保護者負担金補助金で１千４０１万１千円、三世代同居・近居

支援補助金で４５２万９千円の増となったことなどによるものでございます。 

 また、積立金では、前年度に比べ、５億４千７９５万７千円、２５５.５％増の７億

６千２４３万円となっております。これは、主にふるさと太子応援基金積立金で２億５

千２４６万９千円、公共施設整備基金積立金で８千４５５万３千円、財政調整基金積立

金で６千３２９万７千円、また、退職手当基金積立金で２千１４８万２千円の増のほか、

減債基金積立金での１億２千８０１万７千円の皆増などによるものでございます。 

 繰出金につきましては、前年度に比べ、２千１７０万９千円、４.１％増の５億５千

３９４万９千円となっております。これは、主に地域支援事業繰出金で５１３万９千円

の減となったものの、後期高齢者医療給付費等に係る定率負担金で９４４万４千円、

（国保分）保険基盤安定繰出金で３３１万２千円、また、（後期分）保険基盤安定繰出

金で２３４万９千円の増となったことなどによるものです。 
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 次に、また少し飛んでいただきまして、１７頁、地方消費税交付金（社会保障財源化

分）に充てられた経費についてでございますが、この表は、地方消費税交付金の社会保

障財源化分について、地方税法及び総務省通知に従いまして掲載をいたしているもので

ございます。 

 次に、１８頁の新型コロナウイルス感染症対策事業でございますが、この第７表は、

令和４年度に実施をいたしました主な新型コロナウイルス感染症対策事業を款別にまと

めたものとなっております。 

 続きまして、１９頁の経常収支比率についてでございます。 

 令和４年度の経常収支比率につきましては、下の第８表に記載のとおり、令和３年度

の８８.８％から０.９ポイント減の８７.９％となっております。 

 次に、２１頁、地方債現在高の状況でございますが、上段に、令和４年度の主な地方

債発行事業といたしまして、町道老朽化対策事業（喜志太子線）のほか、５件を記載い

たしております。 

 令和４年度末の地方債現在高につきましては、第１０表に記載のとおり、前年度に比

べ、２億５９４万９千円、４.７％減の４２億１千５５万８千円となっております。こ

れを住民１人当たりで見てみますと、前年度に比べて、１万２千８４３円少ない３２万

４千９１４円となっております。 

 次に、２２頁でございますが、積立金現在高の状況、第１１表でございます。 

 令和４年度末の積立金現在高の合計は、前年度に比べまして、５億８千３４８万２千

円、２３.２％増の３０億９千４４５万８千円となっております。このうち財政調整基

金は、前年度に比べて、９千１００万１千円、６.５％増の１４億８千７５７万６千円

となっております。 

 なお、基金の主な充当事業につきましては、上段に企画一般事業（三世代同居・近居

支援補助金）のほか、５件を記載いたしております。 

 また、令和４年度末の積立金を住民１人当たりで見ますと、前年度に比べ、４万６千

７５９円多い２３万８千７８８円となっております。 

 以上、誠に簡単ではございますが、私からの令和４年度一般会計歳入歳出決算の概要

につきましての説明を終わらせていただきます。 

○中村委員長 続きまして、政策総務部関係の歳入歳出について説明を求めます。 

○小角政策総務部長 おはようございます。 
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 それでは、議会事務局、会計課及び政策総務部所管の歳出について、事業別区分の決

算額の大きいものを中心にご説明申し上げます。 

 なお、１００万円以上の不用額につきましては、別途不用額調書を添付させていただ

いておりますので、そちらのほうをご覧くださいませ。したがいまして、説明のほうは

省略させていただきます。 

 それでは、決算書のほう、４８、４９頁をお願いします。 

 １款、１項、１目議会費、支出済額１億２８０万２５７円。主に議会事務局職員の人

件費及び議員報酬、並びに政務活動費などの議会運営経費と、新型コロナウイルス感染

症対策事業としましては、映像配信システム等導入工事請負に要した経費でございます。 

 ５０頁、５１頁をお願いいたします。 

 ２目の議会広報費、支出済額７３万２千９７９円、年５回の議会だより発行に要した

経費でございます。 

 ２款の総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、支出済額１０億７千５２２万６千

３４０円。職員人件費につきましては、各部局の費目にも共通しますが、ここでは、全

体の概要についてご説明申し上げ、以降につきましては、各部局における人件費の説明

については省略させていただきますので、ご了解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 まず、一般会計における給料支給人員は、特別職３名を含めて１１８名と、前年度と

同数となっております。 

 給料総額については、４億６千７９万７千１６５円と、前年度と比べ、微増となって

おります。 

 地域手当は、給与月額、扶養手当、管理職手当の合計額に１００分の６を乗じた額と

なっております。 

 時間外勤務手当の支給総額は、１千８８５万９千２２１円で、前年度に比べ、３５９

万４千２９４円の増額となっております。 

 期末手当の支給割合は、６月期は２.１５月、１２月は２.２５月、年間トータルで４.

４月となっております。 

 退職手当は、職員の定年退職１名、自己都合退職者３名分及び特別職１名分となって

おります。 

 職員研修事業１１３万１千２６８円は、職員研修の専門機関への実施委託料や、南河

内郡町村職員研修協議会負担金などで、４０の研修会に延べ２５１人の参加となってお
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ります。 

 衛生委員会事業１３万４千円は、産業医の報酬でございます。 

 非常勤職員公務災害補償事業１万５千円は、非常勤職員公務災害認定委員会事務費負

担金でございます。 

 ５３頁をお願いします。 

 秘書人事管理事業３千３１８万３千４１１円は、会計年度任用職員延べ１６８人の報

酬、期末手当、共済費等でございます。 

 １１節の役務費のうち、職員採用試験検査手数料２４万６千４００円は、民間企業等

の採用で活用されていますＳＰＩ試験、いわゆる適性検査に係る手数料で、行政職の募

集で２９人、専門職の募集で８人の受験に活用した経費でございます。 

 １２節の委託料のうち、職員健康診断委託料３８万２千９６５円は、職員及び会計年

度任用職員１８３名の健康診断の委託料、職員厚生事業委託料１０４万４千２７０円は、

福利厚生事業の職員会への委託料でございます。 

 職員採用試験業務委託料２３万９千２５０円は、行政職の２次試験の専門業者による

面接試験の委託料でございます。 

 １３節使用料及び賃借料２３６万４千６００円は、人事給与システム等に係る電算機

器及びシステムプログラムの賃借料でございます。 

 総務一般管理事業４２８万４千９５２円のうち、１２節の委託料、顧問弁護士等法務

相談委託料６８万５千円は、顧問弁護士へ簡易な法務相談を含む顧問弁護士料でござい

ます。 

 例規集更新業務委託料２７２万８千円は、条例、規則の制定、改廃に伴う電子データ

更新及び自治体法務ＮＡＶＩ利用料でございます。 

 ５５頁をお願いします。 

 共通一般管理事業、総務財政課配当の８５６万３千６１２円のうち、１０節需用費の

消耗品費３２４万８千３２９円は、各課共通のコピー用紙やトナー、インクなどの購入

費用でございます。 

 １３節使用料及び賃借料の複写機等賃借料１８９万９千５０円は、１３台分の印刷機

器等の賃借料、会議録作成支援システム使用料１１２万２千円は、ＡＩ議事録作成支援

システムの導入に係るものでございます。 

 また、１７節庁舎備品購入費２２５万５千７７０円は、職員用の椅子１５０脚の購入
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などでございます。 

 共通一般管理事業、会計課配当の１１６万４千８０７円、１０節の需用費７６万５千

９７７円は、各課共通の事務用消耗品の購入代及び封筒の印刷製本費でございます。 

 情報公開事業６万８千５８０円のうち、１節報酬６万３千円は、情報公開審査会委員

等５名分の報酬でございます。情報公開請求が９件、個人情報保護制度に基づく請求が

１件ございました。 

 基金積立事務事業、秘書政策課配当の３億６千４３１万８千１４９円は、個人並びに

企業などから頂きましたふるさと太子応援寄付金の積立てでございます。 

 基金積立事務事業、総務財政課配当の３億９千７６１万６千円は、財政調整基金へ９

千７０万円、減債基金へ１億２千８０１万８千円、退職手当基金へ４千４００万円、公

共施設整備基金へ１億３千４８１万円、環境衛生等基金へ８万８千円、それぞれ積立て

を行っております。 

 基金積立事務事業、会計課配当の５１万８千４３７円は、財政調整基金ほか９基金へ

の定期預金利息を積み立てております。 

 ５６、５７頁をお願いします。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業、総務財政課配当の３００万７千４００円は、１

７節備品購入費の電算備品購入費で、ペーパーレス推進のため、ＤＸ推進会議委員用の

タブレット端末を購入いたしております。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業、秘書政策課配当の８５８万３千３００円は、１

２節委託料で、職員の各種届出申請などについて電子申請化するための庶務事務システ

ム電子申請機能拡充業務委託料８０６万３千円、１７節備品購入費は感染予防対策とし

て、飛沫感染防止用パーテーションの購入費４６万６８０円でございます。 

 ２目の財政管理費、支出済額２６０万６千１６４円。 

 財政管理事業１０節の需用費のうち、印刷製本費１４万５千２００円は、予算書５５

冊に要した印刷代でございます。 

 １２節の委託料のうち、財務書類作成支援業務委託料１９３万６千円は、公会計処理

業務の委託料でございます。 

 ３目の会計管理費、支出済額３６３万５千４９０円。 

 会計管理事業１０節の需用費のうち、印刷製本費２９万７３０円は、決算書７０冊に

要した印刷代。１３節の使用料及び賃借料１７６万５千１０４円は、財務会計処理シス
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テムに係る経費でございます。 

 ４目の財産管理費、支出済額９千４３６万７千１４３円。 

 庁舎維持管理事業４千８７０万６千３６６円のうち、５９頁でございます。 

 電気料で１千８１万２千７８０円、修繕費３８１万６千８１８円は、庁舎敷地内防犯

カメラの修繕や、万葉ホール舞台つり物設備の改修などを行っております。 

 １２節の委託料のうち、庁舎警備委託料で１千１２万４千９５９円、庁舎設備保守点

検委託料で５４８万７千９４４円、庁舎清掃委託料で５３９万７千１５０円などを支出

しております。 

 １３節の使用料及び賃借料２８９万１千３９８円のうち、来庁者駐車場用地等賃借料

で２７９万３千円を支出しております。公用車管理事業３９５万４千６９５円は、公用

車等２４台の燃料費や保険費用及び検査費用等の経費でございます。 

 町村賠償保険加入事業３３９万６千１５５円は、庁舎等の建物共済等掛金で２０３万

３千５３４円、全国町村総合賠償保険で１２４万７千９０４円を支出しております。 

 普通財産管理事業６７万４千８２円のうち、１２節の委託料６１万９千３００円は、

登記・測量等委託料で、普通財産売払いに係る土地の鑑定委託料等でございます。 

 ６０頁、６１頁でございます。 

 ＥＳＣＯ事業３千７４６万５千１８６円は、役場庁舎等のＥＳＣＯ事業におけるサー

ビス委託料でございます。 

 ５目の公平委員会費、支出済額６万９千円は、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、

河南町、千早赤阪村と本町の６市町村で構成する南河内広域公平委員会の負担金でござ

います。 

 ６目自治振興費、支出済額１千８１８万３４８円。 

 表彰事業７万４千２８２円は、表彰審査委員４名分の報酬及び被表彰者９名に対する

記念品の経費でございます。 

 地区・町会等運営事業の１千８１０万６千６６円は、町会・自治会の振興並びに集会

所の維持管理等に係る経費で、７節報償費２０６万３千７００円は、区長及び町会長等

の報償費でございます。 

 １０節需用費の修繕費１４万５千１５０円は、聖和台集会所の室外機修繕、山田集会

所の水道メーターボックスの修理費等でございます。 

 １２節の委託料７万７千円は、地区集会所６か所の消防設備点検の委託料でございま
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す。 

 １３節使用料及び賃借料の２２万８千８８８円は、地区集会所６か所に配備しており

ますＡＥＤの賃借料でございます。 

 １４節工事請負費の５２万６千９００円は、山田地区集会所の空調設備更新工事でご

ざいます。 

 １８節負担金補助及び交付金の１千５０５万７千１５４円は、自治振興補助金９５７

万６千１５４円、地区集会所維持管理補助金１９９万６千円、町会等集会所整備事業補

助金としまして、分田町の屋根、トイレ改修、赤坂町のトイレ改修、佃町のエアコン改

修の補助、９８万５千円、及び一般コミュニティ助成金としまして、大道町会のだんじ

りの修繕等に係る２５０万円でございます。 

 ７目交通安全対策費、支出済額１７万９千２７９円は、交通安全推進事業で、１０節

需用費の消耗品費７万４千４１５円で、イベント時等に配布する交通安全啓発備品購入

と、１８節負担金補助及び交付金の１０万４千８６４円は、富田林警察署管内交通安全

協会負担金でございます。 

 ６２、６３頁をお願いいたします。 

 ８目防犯対策費、支出済額８１５万４千８２８円は、防犯委員会事業の１８節負担金

補助及び交付金５９万３千５７９円で、富田林警察署管内防犯協議会負担金３４万円、

及び太子町防犯委員会助成金２５万３千５７９円でございます。 

 防犯灯維持管理事業の６９１万８千８０７円のうち、１０節需用費３８２万９千７３

６円は、町内防犯灯１千８８２灯分の電気代でございます。 

 １３節使用料及び賃借料２７４万８千８１６円は、防犯灯のＬＥＤ灯具等リース料で

ございます。 

 １４節工事請負費３４万２５５円は、ＬＥＤ防犯灯１０灯の新設に係る費用でござい

ます。 

 地域安全センター事業の３万６千１７９円は、１１節役務費で３万４千５００円、地

域安全青色防犯パトロール隊員のボランティア保険料などでございます。 

 防犯カメラ維持管理事業の６０万６千２６３円のうち、１０節需用費２９万９千１０

３円は町会で設置いただいたカメラ７６台分並びに町で設置しました１１台分の電気料

でございます。 

 １８節負担金補助及び交付金の２９万円は、防犯カメラ設置補助金２台分として２０
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万円、及び防犯カメラ維持管理補助金としまして、カメラに画像を記録するＳＤカード

１５枚分としまして９万円の補助でございます。 

 ９目の広報費、支出済額１千２２万９千２９４円。 

 広報事業７４２万８千６９４円のうち、１０節需用費の印刷製本費４５３万５千８３

３円は、広報たいしの印刷経費等で、令和４年度の総発行部数は７万２千部、月平均で

６千部となっております。 

 １２節の委託料２２５万４千８１円は、ポスティングによる広報各戸配布業務委託料

でございます。 

 ホームページ管理事業１４１万４千６００円は、町ホームページのプログラム保守料

及び、６４、６５頁でございます。 

 賃借料でございます。新型コロナウイルス感染症対策事業１３８万６千円は、ＬＩＮ

Ｅ公式アカウント情報配信サービス利用料で、令和４年度より改めて運用を開始したも

のでございます。 

 １０目企画費、支出済額２億３千８４６万７千２７２円。 

 その右の繰越明許費の３０万円は、新型コロナウイルス感染症対策事業に係る事業費

の翌年度繰越額となっております。 

 企画一般事業１千１３５万８千６２４円のうち、１８節負担金補助及び交付金の三世

代同居・近居支援補助金９５０万円は、三世代同居・近居を始めるために町外から転入

する中学生以下の子どもがいる世帯に対して定住促進するための支援で、１９件の転入

がございました。 

 住民協働による地域活性化プロジェクト事業１１万９千６４４円のうち、１８節の負

担金補助及び交付金の地域伝統文化保存継承事業支援補助金１１万８千円は、山田だん

じり祭り実行委員会の負担金でございます。 

 ふるさと太子応援基金寄付金事業１億６千３１０万３千８７９円は、ふるさと納税の

返礼品等運営などに要した経費で、１１節の役務費のうち、広告料３１０万８千８９４

円は、より効果的に寄付を募るため実施した、民間ポータルサイトや雑誌等への広告掲

載に係る費用でございます。 

 １２節の委託料１億５千６９６万４千１８２円は、返礼品代金、送料、手数料などに

係る費用でございます。 

 １３節使用料及び賃借料４２万９千円は、プレスリリース発信サービス利用に係る費
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用で、先のポータルサイト等への広告掲載と併せて効果的に情報発信を行ってございま

す。 

 １８節の負担金補助及び交付金２４６万円は、新たな地場産品創出のための事業資金

をふるさと納税型クラウドファンディングにより賛同いただける寄付者からの寄付とし

て募り、事業者への資金支援として補助金を交付したものでございます。本事業では、

ＮＦＴアート「太子ふるさとＣＮＰ」を作成し、全国から１６４名の方に寄付をいただ

くとともに、本町を知ってもらう機会につなげることができたというふうに考えてござ

います。 

 地域公共交通事業５千１１１万７千９７１円につきましては、太子町コミュニティバ

スの実証運行に係る経費に要した費用で、１節報酬１７５万４千８３０円は、地域公共

交通会議３回開催の委員報酬とコミュニティバスの補助員に係る費用でございます。 

 ６７頁をお願いいたします。 

 １０節の需用費のうち、燃料費１４３万７千３３６円は、コミュニティバスのガソリ

ン代で、月平均約１２万円となっております。 

 印刷製本費１２万５千４００円は、お出かけ支援利用券の印刷に係る経費でございま

す。 

 修繕費１１２万２８４円は、コミュニティバス車両に係る１２か月法定点検をはじめ、

スタッドレスタイヤへの交換、ランプ類の修繕などの費用でございます。 

 １２節委託料のうち、網計画評価・運行支援委託料４７２万８千９００円は、地域公

共交通の支援業務で、主に運行ダイヤの作成を含む実証運行支援、バス利用の実態調査、

実証運行結果の取りまとめ及び評価、交通会議の運営支援などの業務委託に係る費用で

ございます。 

 運行管理委託料１千３６０万円は、コミュニティバス運行業務委託料でございます。 

 １４節の工事請負費１千４４６万７千２００円は、猛暑対策事業として役場前の路線

バス及びコミュニティバスの両バス停への微細ミスト設置に係る費用でございます。 

 １８節負担金補助及び交付金のうち、総合福祉センター利用者支援制度補助金９６万

６千８６０円は、福祉センター利用者への補助金でございます。 

 お出かけ支援事業補助金３００万７千９００円は、７０歳以上の利用者へ１回につき

１００円の補助金でございます。 

 乗換え運賃補助金１１万２千６４０円は、バスを乗り継ぐ際に発行している乗継割引
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券の発行に対する補助金でございます。 

 路線バス運行事業補助金８２６万１千円は、路線バス運行事業者による上ノ太子駅前

の運転手の中継所兼定期券売場建築事業に対する補助金でございます。 

 太子町コミュニティバス使用料に係る返還金１万９千９６０円は、自家用有償旅客運

送事業の登録期間外であった令和４年５月２９日から同年９月１４日までの間にコミュ

ニティバスを利用し運賃を支払われた人を対象に、運賃外額の返還に要した経費でござ

います。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業１千１７６万９千３７４円、１８節の負担金補助

及び交付金のうち、太子町版特別定額給付金９８０万円は、本町独自の生活支援となる

新生児１人当たり１０万円の支給に要した経費でございます。 

 公共交通事業者燃料価格高騰対策支援金１９２万３千円は、路線バス運行事業者への

燃料価格高騰分の支援に要した経費でございます。 

 ＰＲ事業９９万７千７８０円につきましては、本町のＰＲ大使に就任した前田大然選

手が２０２２年サッカーワールドカップの日本代表として出場され、その応援並びに本

町のＰＲとして、令和４年１１月２３日と２７日の両日に万葉ホールで行ったパブリッ

クビューイングなどに要した経費でございます。 

 １０節の需要費２０万２千８７４円は、パブリックビューイング参加者に配布した応

援グッズのほか、横断幕作成等に要した経費でございます。 

 １２節の委託料２３万１千８２５円は、パブリックビューイング両日の役場駐車場整

理に係る業務委託料でございます。 

 １３節の使用料及び賃借料４４万円は、パブリックビューイングライセンス取得に要

した経費でございます。 

 ６８、６９頁をお願いいたします。 

 １７節備品購入費１２万３千８１円は、インタビューボード等の購入に要した経費で

ございます。 

 １１節の電子計算費、支出済額７千３７７万１千１２３円。 

 電算共通維持管理事業４４８万７千２７８円。 

 １７節の備品購入費３５１万７千３６０円は、パソコン２７台等の購入を行ったもの

でございます。 

 情報施策推進事業７８６万２千２０９円は、インターネットやＬＧＷＡＮ、庁内ネッ
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トワークに係るプログラムの保守委託料や賃借料などでございます。 

 社会保障・税番号制度システム管理事業５１６万２００円は、国が管理する情報ネッ

トワークシステムと本町システムの中継を行う中間サーバーやプラットフォームの運営

に係る負担金でございます。 

 情報セキュリティ強化対策事業４１２万２千１８８円は、情報セキュリティの強靭化

に対応するセキュリティクラウドの保守委託料などでございます。 

 自治体クラウド推進事業３千６２４万８千６７６円は、基幹系情報システムの共同化

に伴う利用料でございます。 

 自治体ＤＸ推進事業１千５８９万５７２円のうち、１２節の委託料は基幹系システム

の標準化・共通化に向けた業務委託料で４８４万円、自治体オンライン手続推進業務委

託料としましてマイナンバーカードを利用したぴったりサービスの対応に係る業務委託

で、９０２万２千２００円などの支出を行っております。 

 ７０頁、７１頁をお願いいたします。 

 １２目人権啓発費、支出済額１６２万４千９２円。 

 人権啓発事業で、１８節負担金補助及び交付金１０５万１００円のうち、人権啓発・

人材養成事業等負担金１８万７千７００円は、部落解放・人権夏期講座や人権に関して

大阪府と市町村が共同事業を実施するための負担金でございます。 

 町人権協会助成金は、７２万６千円でございます。 

 ２項徴税費、１目税務総務費、支出済額９千９８６万８千１９９円。 

 ７３頁でございます。 

 徴税総務事業６９４万３千９８４円のうち、１０節需用費、印刷製本費の３３７万７

千９７０円は、納税通知書等の印刷費でございます。 

 １３節の使用料及び賃借料３１４万６千２４４円は、滞納管理システム賃借料でござ

います。 

 町民税課税事業６３２万９千８１０円は、町民税の賦課等に係る経費で、うち１２節

委託料４５３万４７２円は、町・府民税賦課事務委託料でございます。 

 固定資産税課税事業１千３１０万４千７６４円は、固定資産税の賦課等に係る経費で、

うち１２節の委託料、税務地図情報システム保守業務委託料１６０万６千円は、地番図

修正等の業務委託料、また、令和６年度評価替えに係る路線価格算定業務委託料で２９

０万円、鑑定評価業務委託料で４２９万３千４１０円でございます。 
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 ７４、７５頁をお願いします。 

 軽自動車税課税事業４１３万６千９０９円は、軽自動車税の課税等に係る経費で、う

ち１２節の委託料電算機器・プログラム変更委託料２８０万５千円は、軽自動車税関係

の電算化に伴うシステムの改修経費でございます。 

 町税収納整理事務事業９６８万６千９２８円は、各税目の収納等に係る経費で、うち

１２節委託料のコンビニ収納代行業務委託料８６万３千３１５円は、コンビニ等での納

付に係る経費、電算機器・プログラム変更委託料３０７万９千４１７円は、地方税統一

ＱＲコード対応に係るシステム改修経費でございます。 

 また、２２節の償還金利子及び割引料の償還金４１５万７千６２円は、法人２６件、

個人３０件などに対する償還金でございます。 

 国税連携システム管理事業９５万２千４９０円は、確定申告データ及び年金特別徴収

データの連携に係る経費でございます。 

 ３項の戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費、支出済額９千４７８万８千２６２円。 

 ７７頁でございます。 

 戸籍住民登録事業２千７８８万１千９２４円のうち、１２節の委託料１千７７０万４

千７５０円及び１３節の使用料及び賃借料５４９万１千６８０円は、コンビニ交付や戸

籍、住民基本台帳ネットワークの電算システム機器及びプログラムの保守及び変更と賃

借料などとなっております。 

 旅券事務事業８４万３千円は、パスポート発給事務に関する富田林市への委託料で、

令和４年度の交付件数は１３６件となっております。 

 社会保障税番号制度促進事業１千３４４万６千２９２円。 

 ７８、７９頁をお願いします。 

 １２節委託料で、庁舎１階に開設しましたマイナンバーカード特設窓口に関わるマイ

ナンバーカード取得促進業務委託料１千３００万２千円の支出などでございます。 

 戸籍住民登録事業繰越明許分３２４万５千円は、マイナンバーカード所有者の転入・

転出手続きワンストップに係る委託料でございます。 

 ４項の選挙費、１目選挙管理委員会費、支出済額２７万８千９１２円。 

 選挙管理委員会運営事業のうち、１節報酬２４万２千円は、選挙管理委員会委員４名

の報酬でございます。 

 ２目の参議院議員通常選挙費支出済額８１９万７千９０８円は、昨年７月１０日執行
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の第２６回参議院議員通常選挙に係る事務経費で、投票率は５３.６７％でございまし

た。 

 ３節の職員手当等のうち、時間外勤務手当１６３万４千３円は、投開票に係る３１名

分及び選挙期間中の事務局職員４名分、また、管理職員特別勤務手当３６万円は、投開

票に係る２６名分でございます。 

 ８０、８１頁をお願いします。 

 １７節備品購入費１０２万３千円は、自書式投票用紙分類機常設スタッカー及び選挙

開票システム購入によるものでございます。 

 ３目の大阪府知事選挙事業費、支出済額３１５万６千９１３円は、大阪府知事選挙に

係る事務経費で、１節の報酬８４万１千４００円は、期日前投票業務で投票管理者及び

立会人、事務補助及び期日前投票に携わっていただいた会計年度任用職員の報酬でござ

います。 

 ８２、８３頁をお願いします。 

 ４目の府議会議員選挙費、支出済額４６万４千２４９円は、府議会議員選挙事業に係

る事務経費で、１２節委託料２２万５千７２０円は、ポスター掲示板設置に係る委託料

で、設置箇所は３６か所となっております。 

 ５項の統計調査費、１目統計調査総務費、支出済額１４万９千２００円は、令和４年

度就業構造基本調査などの統計調査に係る経費でございます。 

 ６項の監査委員費、１目監査委員費、支出済額３４万８千９９８円は、監査委員２名

の報酬でございます。 

 少し飛びまして、１２２頁、１２３頁をお願いします。 

 ４款衛生費、３項上水道費、１目上水道費、支出済額２千６６６万６千７２８円は、

１２５頁の新型コロナウイルス感染症対策事業で、水道基本料金の減免に要する大阪広

域水道企業団への負担金でございます。 

 また、少し飛びまして、１３２、１３３頁をお願いします。 

 ７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費、支出済額９千４９８万１千１３

０円のうち、次の１３５頁でございます。 

 町道維持管理事業、秘書政策課配当の３０６万７千４９円は、町道維持管理の軽作業

に伴います会計年度任用職員報酬などの経費でございます。 

 また、少し飛びまして、１４２、１４３頁をお願いします。 
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 ８款消防費、１項消防費、２目常備消防費、支出済額２億２千５６０万９千６１１円。 

 常備消防事業で１０節事業費の修繕費８万５千１２９円は、太子分署のエアコン等の

修繕に要した費用でございます。 

 １２節委託料１億８千６２万７２０円は、富田林市への常備消防業務委託料で、令和

４年度の火災出動は９件、救急出動は６９４件ございました。 

 １７節備品購入費４千３４９万７００円は、高規格救急車及び搭載する高度救命資機

材購入費でございます。 

 １８節負担金補助及び交付金、１４１万３千６２円は、救急安心センターおおさかの

運営分担金２６万３千円、及び消火栓管理負担金として消火栓２基の交換費用１１５万

６２円でございます。 

 ３目非常備消防費、支出済額１千４４６万４千２５６円のうち、非常備消防管理事業

１千２８０万８千７８０円は、１節報酬７１８万２千６９８円のうち、４５５万６９８

円は、消防団長以下団員１１１人分の年間報酬と、消防団員火災等出動費２６３万２千

円は、火災応援及び各種訓練等の報酬で、延べ１千３５０人分でございます。 

 ５節災害補償費の４万６千５００円は、消防団員福祉共済入院見舞金２名分でござい

ます。 

 １４４、１４５頁をお願いいたします。 

 ７節報償費１６５万７千円は、令和４度中に退団した消防団員３名分の退職報償金で

ございます。 

 １０節需用費、４８万３千９０１円のうち、被服費４７万４千３４円は、新入団員の

活動服や階級の変更に伴う制服やキャップ等の購入費用でございます。 

 １８節負担金補助及び交付金３４１万８千６８１円のうち、消防賞じゅつ金掛金２０

万５千７００円は、消防団員が業務遂行により災害を受けた場合の賞じゅつ金支給のた

めの掛金でございます。 

 消防団員等公務災害掛金２５７万７千５３１円は、消防団員の公務災害補償と退職報

償金支給のための掛金でございます。 

 次に、消防資機材整備事業の１６５万５千４７６円は、消防団の業務遂行に必要な経

費でございます。 

 １０節需用費６９万５千８１６円のうち、修繕費５４万１千７３９円は、消防団の消

防車両の車検、点検時の修繕費用等でございます。 



－２０－ 

 １１節役務費、３６万５千６０円は、消防団の分団消防車の車検手数料、任意保険と

自賠責保険及び分団消防車の入替えに伴う手数料でございます。 

 １３節使用料及び賃借料４１万３千４２０円は、消防団のＭＣＡ無線１２台分の利用

料等でございます。 

 １７節備品購入費３万９千３８０円は、可搬式ポンプ自動充電器でございます。 

 ２６節公課費１４万１千８００円は、各分団の消防車などの自動車重量税でございま

す。 

 ５目災害対策費、支出済額４１４万１千３４３円。 

 災害対策事業で、１０節需用費３２万９千５７６円のうち、消耗品費９万１千７８０

円は、哺乳瓶などのベビーセット、ライスなどの防災備蓄品を購入してございます。 

 電気料の７万８千２９６円は、防災行政無線屋外受信機１２台分の電気料金でござい

ます。 

 修繕費１５万９千５００円は、防災行政無線戸別受信機３５台の修繕費でございます。 

 １４７頁をお願いします。 

 １１節役務費１１万３千２１２円は、防災委員の書面会議開催通知のための郵便料及

びドローン運用に係る保険料などでございます。 

 １２節委託料２１２万６千円は、防災無線機器保守点検委託料１６５万円などでござ

います。 

 １３節使用料及び賃借料５８万６千６７５円は、防災行政無線パンザマストの一部電

柱共架に係るもの及びＭＣＡ無線１７台分の使用料５６万１千円などでございます。 

 １４節工事請負費１万２千１００円は、防災行政無線戸別受信機のアンテナ設置工事

の費用でございます。 

 １８節負担金補助及び交付金８９万３千円のうち、防災資機材整備補助金６０万７千

円は、自主防災組織１７団体に対する消火器などの購入に対する助成補助金でございま

す。 

 少し飛びまして、１８８、１８９頁をお願いいたします。 

 １１款公債費、１項公債費、１目元金、支出済額３億９千６４１万７千７６９円、町

債の元利償還金でございます。 

 ２目利子、支出済額２千９万６７７円、町債の利子償還金でございます。 

 １２款の予備費でございますが、新型コロナウイルス感染症対策事業に９１万３千円
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を、ＰＲ事業に７２万２千円などを充当しております。 

 以上で、歳出についての説明を終わります。 

 続きまして、政策総務部所管の歳入についてご説明申し上げます。 

 ２０頁、２１頁をお願いいたします。 

 １款町税、収入済額１３億７千５４１万８千７２３円。前年度と比べ１千９０３万５

千５５６円、１.４％の増収となっております。 

 １項の市町村民税、収入済額６億９千４６４万８７４円。前年度と比べ、５０２万８

千１９４円、０.７％の増収でございます。 

 １目個人町民税、収入済額６億５千９４４万４千８７４円。前年度と比べ、７６７万

４千１９４円、１.２％の増収で、所得の増による影響が主な要因となっております。 

 ２目の法人住民税、収入済額３千１５９万６千円。前年度と比べ、２６４万６千円、

７.０％の減収。均等割法人区分の変更による影響が主な要因となっております。 

 ２項固定資産税、収入済額５億２４２万４千４９８円。前年度と比べ、１千４２３万

５千９２８円、２.９％の増収でございます。国の新型コロナウイルス感染症対策に係

る減免終了による影響が主な要因でございます。 

 ３項の軽自動車税、収入済額４千２４３万５千円。前年度と比べ、１６２万３千８９

５円、４.０％の増収。環境性能割軽減対策終了による影響が主な要因でございます。 

 ４項の市町村たばこ税、収入済額１億３千５８２万９千９２６円。前年度と比べ、１

５５万２千７６１円、１.１％の減収。 

 ５項入湯税、収入済額８万８千４２５円。前年度と比べ、２９万９千７００円、７７.

２％の減収。これは、特別徴収義務者の営業休止等による影響が主な要因となっており

ます。 

 ２款の地方譲与税、収入済額３千４２２万８千円。前年度と比べ、２９０万１千円、

７.１％の減収。 

 １項の地方揮発油譲与税、収入済額８１１万４千円。前年度と比べ、１１０万６千円、

１２.０％の減収。 

 ２項の自動車重量譲与税、収入済額２千４２８万８千円。前年度と比べ、２０７万７

千円、７.９％の減収。 

 ３項森林環境譲与税、収入済額１８２万６千円。前年度と比べ、２８万２千円、１８.

３％の増収。 
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 ３款利子割交付金、収入済額１６４万３千円。前年度と比べ、２３万８千円、１２.

７％の減収でございます。 

 ２２、２３頁をお願いいたします。 

 ４款配当割交付金、収入済額１千３７１万８千円。前年度と比べ、１１３万１千円、

７.６％の減収。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金、収入済額９８０万６千円。前年度と比べ、６８６万７

千円、４１.２％の減収。 

 ６款法人事業税交付金、収入済額１千６２８万３千円。前年度と比べ、７４６万円、

８４.６％の増収。 

 ７款地方消費税交付金、収入済額２億８千１４１万２千円。前年度と比べ、２５５万

４千円、０.９％の増収。 

 ８款ゴルフ場利用税交付金、収入済額１千６３４万２千２２円。前年度と比べ、３６

万８千５２２円、２.２％の減収でございます。 

 ９款環境性能割交付金、収入済額７５６万２千円。前年度と比べ、２０万２千円、２.

７％の増収。 

 １０款の地方特例交付金、収入済額１千１２９万２千円。前年度と比べ、１千５４３

万７千円、５７.８％の減収。 

 ２４、２５頁をお願いいたします。 

 １１款地方交付税、収入済額２０億２千９３０万３千円。前年度と比べまして、１億

６千２２７万２千円、８.７％の増収。内訳としまして、普通地方交付税が１７億７千

８１０万８千円、前年度と比べ、８.９％の増収。また、特別地方交付税が２億５千１

１９万５千円、前年度と比べ７.３％の増収でございます。 

 １２款交通安全対策特別交付金、収入済額１９１万１千円。前年度に比べ、１５万３

千円、７.４％の減収。 

 １４款使用料及び手数料、１項の使用料、１目総務使用料、１節の庁舎等使用料、収

入済額１３４万７千７０円は、庁舎内の飲料水自販機やＪＡ大阪南のＡＴＭ、また、広

域水道企業団庁舎使用などによる行政財産目的外使用料でございます。 

 ２節の万葉ホール使用料、収入済額１８万９千８５０円は、ストレッチ教室やダンス

教室等の有料使用分でございます。 

 ３節の地域公共交通運行バス使用料、収入済額１３６万６千２４０円は、コミュニテ
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ィバス利用料延べ８千３５４人からの運賃収入でございます。 

 ２６、２７頁をお願いいたします。 

 ２項の手数料、１目総務手数料、１節総務管理手数料、収入済額８２万８千７００円

のうち、税務証明手数料が５８万８千７００円、件数が１千７９３件。また、督促手数

料が２３万９千７００円、件数が２千３９７件となっております。 

 その他手数料３００円は、地縁団体の印鑑証明交付手数料等でございます。 

 ２節の戸籍住民基本台帳手数料、収入済額４３８万５千２５０円。内訳としまして、

戸籍謄抄本等手数料が１６０万５０円で、２千８３４件。住民票の写し等手数料が１６

１万９千１００円で、５千３９７件。印鑑登録証明手数料が１０８万９００円で、３千

６０３件。また、閲覧その他証明手数料が８万５千２００円の２８４件となってござい

ます。 

 ３０頁、３１頁をお願いいたします。 

 １５款国庫支出金、２項の国庫補助金、１目総務費国庫補助金、収入済額２億３千１

７８万４千円。 

 通知カード・個人番号カード事務補助金１千４９７万７千円は、マイナンバーカード

交付事務に対する国庫補助金でございます。 

 社会保障・税番号制度システム整備費補助金６４７万９千円は、戸籍情報システムの

整備費に対する国庫補助金でございます。 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金１億９千１７７万１千円は、新型

コロナウイルス感染症に係る本町独自の取組に対する国庫補助金でございます。 

 社会保障・税番号システム整備費補助金（繰越明許費分）３２４万５千円は、マイナ

ンバーカード所有者の転入・転出手続きワンストップ導入に係るシステム改修費用に対

する国庫補助でございます。 

 デジタル基盤改革支援補助金９３５万１千円は、基幹系システムの標準化とぴったり

サービス対応に係る補助金でございます。 

 マイナポイント事業費補助金５９６万１千円は、マイナポイント事業に要する経費に

対する補助金でございます。 

 ３２、３３頁をお願いします。 

 ３項国庫委託金、１目総務費国庫委託金、収入済額２５万４千円のうち、１節総務管

理費委託金５万４千円は、自衛官募集事務委託金でございます。 
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 ２節戸籍住民登録費委託金２０万円は、中長期在留者事務委託費交付金でございます。 

 ３４、３５頁をお願いいたします。 

 １６款府支出金、２項府補助金、１目総務費府補助金、１節の総務管理費補助金、収

入済額６千８６９万２００円のうち、総合相談事業交付金３５９万７千円は、人権相談

や就労支援相談に係る交付金、移譲事務交付金総務財政課所管分としまして１０万３千

円は、ＮＰＯ法人の設立認証等に係る交付金、移譲事務交付金自治防災課所管分としま

して２万６千円は、路外駐車場の認可等に係る交付金でございます。 

 振興補助金４千７９５万円は、学校給食調理等業務委託事業並びに総合福祉センター

指定管理業務委託事業に対する補助金でございます。 

 都市緑化を活用した猛暑対策事業補助金１千５５３万４千２００円は、役場前バス停

に猛暑対策として実施した、微細ミスト装置等の設置事業に対する補助金でございます。 

 地域少子化対策重点推進交付金７５万円は、結婚新生活支援事業に対する国庫補助金

でございます。 

 ２節の戸籍住民登録費補助金、収入済額２７万１千円。人口動態統計調査費交付金で

１万７千円、旅券事務交付金で２５万４千円でございます。 

 ３６、３７頁をお願いいたします。 

 ７目消防費府補助金、１節消防費補助金３５万１千円は、保安３法に関する移譲事務

交付金でございます。 

 ３項の府委託金、１目総務費府委託金、１節総務管理費委託金、収入済額２０万円は、

人権啓発活動委託金でございます。 

 ２節の徴税費委託金、収入済額２千３９万４千６６８円は、府民税徴収事務委託金で

ございます。 

 ３節の選挙費委託金、収入済額１千１００万１千３６８円、参議院議員通常選挙等に

係る委託金でございます。 

 ３８、３９頁をお願いいたします。 

 ４節統計調査費委託金、収入済額１４万９千２００円。就業構造基本調査及び住宅・

土地統計調査準備等に係る交付金でございます。 

 １７款財産収入、１項財産売払収入、１目財産売払収入、収入済額４千４４２万９千

７４４円は、主に聖和台の町有地売却による収入でございます。 

 ２項財産運用収入、１目財産貸付収入、収入済額７３万６６２円。ＮＴＴドコモの電
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波塔敷地の貸付け及び大阪ガスへのプロパン庫敷地の貸付けなどの収入でございます。 

 ２目の利子及び配当金、収入済額５１万８千４３７円。基金の定期預金利息でござい

ます。 

 １８款寄付金、１項寄付金、１目指定寄付金、１節のふるさと太子応援基金寄付金、

収入済額３億６千６６７万８千１４９円の寄付がございました。 

 １９款の繰入金、１項基金繰入金、４０頁、４１頁となります。 

 ２目の太子まちづくり「夢」基金繰入金、収入済額５４１万９千円。これは、中学生

の英語検定試験検定料の助成へ１２７万５千円、図書館維持管理事業へ４１４万４千円

を充当してございます。 

 ３目のふるさと太子応援基金繰入金、収入済額１億６千９６８万１千円は、ふるさと

太子応援基金寄付金事業のほか、企画一般事業、妊娠出産包括支援事業、子ども・子育

て支援事業、社会教育団体育成事業へそれぞれ充当しております。 

 ４目の森林環境譲与税基金繰入金３８４万８千１９５円は、生涯学習センター維持管

理事業へ充当してございます。 

 ２０款繰越金、収入済額２億８０７万１千２６６円のうち、２千６６７万２千７０２

円は、繰越事業費等充当財源繰越額でございます。 

 ２１款諸収入、１項町預金利子、収入済額３万８千５２８円。 

 ２項の延滞金加算金、収入済額２６０万５千６２１円。町税の延滞金でございます。 

 ４２頁、４３頁をお願いいたします。 

 ４項の雑入、１目雑入、１節退職消防団員報償金等収入としまして、１６５万７千円

は、３名分の退職者に係る消防団等公務災害補償等共済基金からの収入でございます。 

 ２節の雑入のうち、政策総務部所管に係る主なものといたしまして、市町村振興協会

交付金１千６６３万５千３６２円は、市町村振興宝くじのサマージャンボ分で１千１５

万５千８９６円、ハロウィン分で６４７万９千４６６円。これらは宝くじ収益金からの

交付金でございます。 

 その下になります。大阪広域水道企業団庁舎経費負担金で３６万４千８３９円。 

 １つ飛ばしまして、広告料６０万円は、ホームページのバナー広告や広報紙の広告掲

載料でございます。 

 その下、８行目ぐらいになりますか、消防団員福祉共済入院見舞金で２名分、４万６

千５００円。 
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 また、その下、８行下になりますけれども、一般コミュニティ助成事業助成金としま

して、２５０万円。これは地区・町会等運営事業負担金補助及び交付金として、大道町

会のだんじりの修繕等に係る補助金に充当しております。 

 ４４、４５頁をお願いいたします。 

 ９段目になります。ふるさと太子応援基金寄付金事業業務委託料返還金４万６千２０

０円は、令和３年度ふるさと納税返礼品送料に係る請求誤りによる返還金でございます。 

 その下、１１段目、財産売払入札保証金の１０８万円は、聖和台の町有地売却の契約

辞退に伴うものでございます。 

 ２２款の町債、収入済額１億９千４６万９千円。 

 １目の農林業債、収入済額５７０万円。 

 農業用水路改修事業債５７０万円は、山田地区水路改修工事に対するもので、借入先

は地方公共団体金融機構、利率は０.７％となってございます。 

 ２目の土木債、収入済額１千５１０万円。 

 町道老朽化対策事業債１千２６０万円は、喜志太子線舗装修繕工事に対するもので、

借入先は地方公共団体金融機構、利率は０.４％となってございます。 

 橋梁等保全事業債２５０万円は、鹿向谷大橋修繕工事に対するもので、借入先は地方

公共団体金融機構、利率は０.４％となってございます。 

 ３目の消防債、収入済額４千６０万円。 

 高規格救急車整備事業債４千６０万円は、救急車両及び資機材購入に対するもので、

借入先は地方公共団体金融機構、利率は０.０３％となってございます。 

 ４目の教育債、収入済額６千７５０万円。 

 社会教育債の生涯学習センター整備事業債１千４７０万円は、生涯学習センターのネ

ットワーク環境整備及び防犯カメラ設置事業に対するもので、借入先は地方公共団体金

融機構、利率は０.４％となってございます。 

 保健体育債の総合スポーツ公園改修事業債２千５１０万円は、総合体育館の床及び照

明の改修に対するもので、借入先は地方公共団体金融機構、利率は０.８％となってご

ざいます。 

 学校債の磯長小学校新館トイレ改修事業債、繰越明許分で２千７７０万円は、前年度

からの繰越事業となっております。磯長小学校新館トイレ改修事業に対するもので、近

畿財務局で借り入れ、利率は１.２％となってございます。 
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 ５目の臨時財政対策債、収入済額６千１５６万９千円。近畿財務局で借り入れ、利率

は０.６％となってございます。 

 ２３款、１項、１目自動車取得税交付金、収入済額２５万２千８５０円は、自動車取

得税の遡及課税による追加交付でございます。 

 以上で、議会事務局、会計課並びに政策総務部所管の歳入・歳出の説明を終わります。 

○中村委員長 ただいま政策総務部関係の歳入・歳出について説明がありました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は放送にてお知らせします。 

午前１１時１１分 休 憩 

                                        

午前１１時２５分 再 開 

○中村委員長 それでは、再開いたします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○藤井委員 マイナンバーカードについてお尋ねします。歳出の７９頁をよろしくお願い

します。 

 マイナンバーカード取得促進業務委託料ですが、この委託料について、全額国から補

助が入ってきましたが、歳入でいうと、どれぐらいになるのでしょうか。お教えくださ

い。 

○木村住民人権課長 マイナンバーカードの交付金につきましては、全額国庫負担となっ

ております。今回、入りのほうで、１千４９７万７千円が国庫負担で頂いております。 

 以上です。 

○藤井委員 現在の交付状況というものはどうなっているのか、また教えてください。

元々太子町の交付枚数は少なかったと思うのですが、政府の強力な後押しもあって、７

月３１日調べで７８.９％の交付率になっています。それだけ令和４年度に交付したと

思うのですけれども、令和４年度１年間で何枚交付したことになるのでしょうか。大体

の数字でも構いませんので、お分かりでしたらお答えください。特に２月の２万ポイン

ト締切り間際は大変だったと思いますけれども、多い日には窓口に何人ぐらいが来たの

でしょうか。担当窓口に残業が多いなど、過重な負担はなかったのでしょうか。お教え

ください。 

○木村住民人権課長 令和４年度１年間で、約４千５２０枚、交付のほうをさせていただ
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いております。２月で一番多い日につきましては、窓口に来庁した人数なんですけれど

も、約１７０人が窓口のほうに来ております。職員負担につきましては、窓口の繁忙期

や選挙のほうが重なり合いまして、残業のほうも若干増えているというような形になっ

ております。 

 以上です。 

○藤井委員 一気に伸びたのですから、窓口業務は大変だったと思います。委託業者は普

及のためには頑張ってくれたと思うのですけれども、住民さんへの交付は、担当課のお

仕事でしたから、大変だったと思っています。４月には知事選挙もあり、転居、入居の

引っ越しも大変多い時期でしたから、二重三重忙しかったと思います。住民人権課の皆

さんは本当に忙しかったと思うんです。でも、最近、どこの課も忙しそうで、住民さん

から要望を聞いて、担当課に話をしに行っても、外に出ていったり会議であったりして、

中々会えないこともしばしばあります。忙しいんだなということをすごく感じています。 

 そこで、令和４年度歳入歳出決算書附属説明資料を見てもらいたいのですが、１１頁

です。職員さんのことについてお尋ねします。人件費が１千１０２万９千円のマイナス

です。数字だけを見たら、職員さん２人分ぐらいあるように思うのですけれども、職員

数は足らなかったのでしょうか。１千万円ものマイナスになった理由を教えてください。 

○西本秘書政策課長 職員の令和３年度と比べて、令和４年度がマイナスになっている理

由ですね。今、議員のご質問ですけれども、２つ今分析しております。 

 まず、１点目は、退職金の部分になります。令和４年度は、令和３年度に比べまして、

退職金で約８７０万円ほど減になっております。 

 それと、もう一つは、時間外における部分の手当てですね。こちらにつきましても、

令和３年度が、時間にしまして９千６００時間あまりだったのが、令和４年度、８５０

時間程度になりまして、そちらでも約２８０万円ほど減になっております。 

 トータル１千万円を超える減額が生じております。そういったところが、人件費の減

になった主な要因かと考えております。 

○藤井委員 ありがとうございます。今も説明を聞いたんですけれども、思わぬ退職者が

また３人はあったとのこともありますし、その分、やっぱり休んでいる人もおるように

聞いているんですけれども、業務がその分、ほかの職員さんの負担になってきていると

思うんです。落ち着いて内緒の電話とかいろいろあったりしているんですけど、落ち着

いて仕事ができているのかなとちょっと心配しています。 
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 私はそんな環境の中で、生活保護費であったり、公共交通であったり、体育館の使用

料であったり、様々な問題が出てきているように思うんですけれども、病気で休職して

いる職員さんは少なくないと聞いています。大型の台風がやって来るということで、職

員さんは対策を取っておられると思います。幸いなことに大事には至らなくてほっとし

ましたが、災害時に集められるのは、正規の職員さんだけだったと思うのですが、そん

なことを考えると、正規の職員さんが足りていないのではないかなとすごく心配してい

ます。 

 職員問題を今、どのようにお考えしているのですか。お願いします。 

○西本秘書政策課長 トータル的に見まして、委員おっしゃるとおり、職員については、

業務量が日々重なる中で、ある部分負担を強いている部分があろうかと考えています。 

 ただ、既にご存じのように、令和６年度の春につきましては、今まで太子町だけで募

集しておりました職員を南河内の２町１村合同で職員募集をすることによって、優秀な

人材の確保に今努めているところです。そういった取組を日々努めながら、また、今あ

る職員については研修を重ねながら、住民の負託に応えるべく、業務を推進していける

ような職員づくりに努めていきたいと考えております。 

○藤井委員 ありがとうございます。ぜひ病気になっても、妊娠しても、出産して安心し

て休める。そういう有休が気兼ねなく取れる職場環境を、どうぞこれからまた考えてほ

しいなと思っています。よろしくお願いします。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

○村井委員 先ほどの藤井委員に関連してくる質問だと思うんですけど、決算書の最初の

人件費のところの特別職３人で、正規職員さんかな、１１５人、任用付職員さんが１６

８人ということで、この中で、この令和４年というところの特徴を考えたら、コロナ対

応といったところで、すごく庁舎、役場全体に対しても、全体がもうやっぱり職員さん

がマンパワーが不足しているというようなところが私も目についたんですけど、その辺

の危機管理としての正直、これ明日の昼からに質問しようかなと思ったんですけど、危

機管理としての組織のマネジメント、自己評価じゃないですけど、どういうふうな課題

があって、どういうふうなことが、今、率直に感じられているか。また、検証されてい

るんだったらそういうところのこと、ちょっと教えていただけませんか。 

○嚨中自治防災課長 管理の面からの人員のということで、正職員の配備体制等について

のご質問だと思うんですけれども、現在、自治防災課中心に災害、特に、現在でしたら
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台風、また、今後来ると予想されております、大規模な地震とかに対しての準備を進め

ておるところですけれども、いざ災害が起こった際には現在、各部、各課にいろいろな

役割を分担して、進めていっているところです。 

 実際問題の災害の想定とかがいろいろ多岐にわたるので難しいところではありますが、

今後の災害に備えて役割分担をした中から、災害に対応すると共に、また、プラスアル

ファとしまして、支援体制、太子町が大きな被害を受けたときには、ほかの各市町村、

太子町以外の市町村等からの応援とかも受け入れる体制についても今後、検討していく

必要があると考えてます。 

○村井委員 私、今、自治防災課長から答弁いただいて、思わぬところからご答弁いただ

いたんですけど、太子町の総計の後期計画の中で、今、手元に資料はないですけど、

「人材育成の強化」というところがあって、「地方分権の進展に伴い、地方の権限と責

任が増大し、住民ニーズが多様化、複雑化する中、増加する業務量に対応するとともに、

より質の高い行政サービスを効率かつ効果的に提供することが求められています。また、

限られた人材で効率かつ効果的に行政運営を実現するには、職員一人ひとりの能力を組

織的に育成することが必要です」というところで、やっぱりこういうところの総計のと

ころで、もうこういうふうにうたわれているわけですし、方針の中でも、やっぱり多種

多様、それと職務の内容がどんどん高度化してきているといったところで、全体の組織

としてのマネジメント。個々の能力もあるんですけど、この総計と、それではこれ、

個々の個別計画全体の進捗状況を検証、誰がやっているのか教えていただけませんか。

どこの部署がやっているのか。 

○西本秘書政策課長 個々のというか、全体の計画に対する進捗の把握というのは、秘書

政策課で最終取りまとめて対応するようにしております。 

○村井委員 私はこれ決算委員会ということで、もうちょっとそこをしっかりと、各部署

の計画の進捗状況ですね。手綱を引くのか、もっとむちを入れて進めようというのか。

もっとめり張りをつけてやったほうが、例えばこれ行財政改革といったところに、一昔

前では、太子町でも太子町行財政運営計画ですかね、できて、その中、大阪府でも、昔

は行財政運営プランを大阪府がつくっていたけど、今は何か大阪府の行政経営の取組と

いうことで、計画ではなくて、その取組内容をいろいろ目標年次を決めて、そういうと

ころの今までの堅い計画ではなくて、そういうふうなところのちょっと柔軟性を持たせ

たところでつくっているのかなと思っているんですけど、太子町においてもやっぱり財
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源確保とか、そういうところで、行財政の改革じゃないですけど、行財政運営プランと

か、そういうところに基づいて行財政運営されているのか、今、これからやっていこう

としているのか、ちょっと教えていただけませんか。 

○小南総務財政課長 町の財政の運用についての計画というような形のご質問だと思いま

す。実際、今現在おっしゃられているような行財政改革プランであったりとか行財政計

画というのは、太子町で明確な計画のほうは持っておりません。では、どうしていると

いう形になりますと、月並みではございますけれども、そのときの決算であったりとか、

来年度、本年度の財政状況を全国的なものとかをできるだけ分析しまして、推計しまし

て、その都度適正な形で、財政の運用を図るように、計画といいますか、来年度の予算

であったりとか、そういう形のものを組んでいるような状況でございます。 

○村井委員 要するに、行財政改革、行財政運営といったところでやっぱり自主財源確保

というところでは、もうこれはもうずっとここ何年かずっとそれが出てきている。決算

の評価というところでも、毎年出てくるようなところだと思うんですけど、例えばこれ

単年度、ここ数年で見たときに、やっぱりふるさと寄付というのが増えていると思うん

ですけどね。もう単刀直入に答えてもらっていいと思うんですけど、ふるさと寄付とい

うのは、安定的自主財源なのか、そうではないのか、教えていただけませんか。 

○小南総務財政課長 ふるさと納税については、自主財源という位置づけにはなります。

ただ、ご存じのように、制度も頻繁に変わりましたり、単純に、長期とは言わず中期で

見ても、制度改正が近々にあるとか、そういう形の可能性も否めない。そんな中で、今、

当然ここ数年、大きい収入という形で、貴重な財源とはなっておりますけれども、安定

しているかどうかということでご質問であれば、残念ながら安定した財源ではないとい

う形にはなると思います。 

○村井委員 今ご答弁いただいたとおり、やっぱり国の制度改正、いろいろ問題点、課題

をいろいろ総務省で検証したときに、やっぱり皆さんもご存じのとおり淡路島のまちだ

ったり、泉州のまち辺りで、その時に動向によって大きく左右される。大きく左右され

るところまではないのかもわからないんだけど、その辺のところをやっぱりその行財政

の運営プランというところに従って、基づいて、やっぱり財政基盤の強化というところ

を、もうちょっとしっかり考えなあかん。それをやろうと思ったら、やっぱり組織のト

ータル的なマネジメントというんですかね。そういうところがすごく必要になってくる

かと思うんです。これはやっぱり、今、総務財政課長がご答弁されましたけど、やっぱ
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り財政は、総務財政課だけではなくて、やっぱり財源となり得るのに基づいて、皆さん、

各種事業を進められていると思う。企画立案のところからが進められると思うので、や

っぱりそういうところの全職員が、やっぱりちょっとでも地方財政といったところで、

今どういう状況なのか。これは何に使えて、これは何に使われないよとか。今ちょっと、

国のほうでそういうふうな新しいメニューができそうやでとかね。また、大阪府のほう

からこんなのがとかいうアドバイスがもちろんあったらいいんですけど、その辺のお考

えあれば、お考え、認識、ちょっと状況を教えていただけませんか、副町長。 

○齋藤副町長 そうですね。持続可能な行政運営をやっていくに当たりまして、やはりい

わゆる逐次、個々の職員が、自分の団体のいわゆる財政状況について、きっちり把握し

ておくことは非常に重要だというふうに考えております。やはり、本町においても、予

算編成を行うときに、その前に、当然、財政状況等を踏まえて、予算を組んでいくとい

うことで、予算編成をやっているところでございますけれども、そういった場面に限ら

ず、いわゆる通年を通じて、いろいろ事業をやっていくに当たって、委員おっしゃられ

たような、どういった財源があるのかとか、どういった補助事業があるのかというのを、

やはり意識して、そういった企画立案をしていく、事業をやっていくということが大切

だというふうに認識しておりまして、引き続き、職員一同となって、一同、そういった

意識を持ってやっていきたいというふうに考えております。 

○村井委員 今、副町長にご答弁いただいたので、１つこのコロナの間、ほかいろいろ、

町長が替わられて、積極的に自主財源確保と言って動かれたと思うんです。その中で、

組織の中の職員がそこまでのところについていけているかといったところで、１つ私ず

っと見たときに、やっぱりそういう国もしくは大阪府から、専門職の方を派遣していた

だくとかね。やっぱり、この目玉事業というのがあるかと思うんです。それとやっぱり、

今まで太子町が経験したことのないような事業を進めようとしたときに、やっぱりそう

いうような、よその団体では、専門知識を有するような職員さんを、国、大阪府から派

遣していただいて、線路を引っ張ってもらうなり、サポートしてもらうなりというとこ

ろもあるかと思うんですけど、今現状、太子町については、そういうお考えがあるのか、

ないのか。これからそういうような取組というものがやっていかなあかんという認識が

あるのか、教えていただけませんか。 

○西本秘書政策課長 専門職の派遣というのは、今後、そういったこともいろいろ勉強し

ていかないといけないかなというふうに考えております。その昔は、委員もご存じのよ
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うに、大阪府から技術職の職員の方であったり、保健師の資格を所有されている方の派

遣をしていただけたという、そういう経緯もございますので、そういったところは勉強

しながら、今後そういったことも検討していく必要があるなと思います。 

○村井委員 これは私のもう本当に個人的な感じなんですけど、やっぱり各階、各部署、

ここ３年コロナの間、よく頑張ったと思います。手探り状況で、誰も経験したことがな

いことをよく頑張ってくれたと思います。それに合わせて、やっぱり先ほど質問にもあ

りましたマイナンバー、今、どんどん進めて、公民連携というところもありますし、ワ

クチンもありましたし、いろんな中で、職員さん、ここのところ、時間最低、よく頑張

ってくれたと思うんですけど、これ私はやっぱりここで１回、組織の体制というところ

を、今一度見直して、本当にこのままいけるのか。職員、個々疲弊していないか。本当

に、組織マネジメントができているかといったところの検証をこれから、これ決算なの

で、されているかと思うんですけど、そういうところを反映していった、ちょっと変え

ていったほうがいいのと違うかなと思っているんですけど、その辺、一度ちょっとご答

弁いただけませんか。 

○西本秘書政策課長 これからの職員の在り方というのは、非常に今まさに重要になって

くるかなと思っております。現時点で、１１５名の職員が働いています。計画上は１１

９名ですので、ちょっと足らないところがありますけれども、この１０月に、また、採

用ということで今内定を出しておりまして、２名増える予定です。１１７名になる予定

です。そういった今いる職員、それから職員が太子町の将来を担っていけるように、引

き続いて、いろいろな研修等も開催していく必要があると思っています。 

○村井委員 やっぱり、１１９名というところで、１１５名やと。私、職員の頭数じゃな

いと思うんですね。１人やめたら１人入れる。２人やめたら２人入れるじゃなくて、こ

れ民間だったら当たり前なんですけど、技術力の継承なんですよね。役所の技術力とい

ったら何かといったら、事務処理能力だと思います。やっぱり、その事務処理能力、企

画立案行政の進めるといったところの技術をやっぱり継承していかなあかんといったと

ころでね。やっぱり数字で言って、行政でよくあることですけど、１マイナスしたら１

プラスしたらいいんだというような、ただやっぱり技術の継承というところが、やっぱ

りしっかりできているのか。退職された職員さんの今まで有していた能力をそのまま次

の後輩となり得る職員さんで、ちゃんとその技術力が継承できているのか。例えば、昔

にやっぱりそういう大きな事業をやったけど、今そういう事業を経験したことないよ、
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それでどうしたらいいの。国の対応どうしたらいいの。大阪府にどうしていったらいい

のといったところがね。何も誰も知ったことないです、経験したことないですといった

事業もこれからやっぱり出てくるかと思うのでね。やっぱり、そういうところはしっか

りと組織で、技術力の継承といったところをしっかり図ってもらって、またこれほかの

団体でもそういうところも同じような課題を持っているかと思うので、その辺をしっか

り検証してもらって、来年度に向けていただけたらと思いますので、お願いします。副

町長、いけますか。すみません。 

○齋藤副町長 委員からご指摘いただいた技術の継承というところですが、非常に大切な

ところだというふうに思っております。例えば、事務職もそうですけれども、例えば技

術職でいいますと、土木職の職員の年齢構成を見ますと、やはり５０代の土木職の職員

が４、５名ですかね。半分ぐらいが５０代ということで、今後退職、数年たてば退職、

再任用もありますけれども、していくということで、そういった意味でやはり技術の継

承も、特に技術職の技術の継承というのは非常にこれは大きな課題というふうに考えて

おります。 

 そういったところで、やはり日々のいわゆる業務の中での技術の継承もそうですし、

場合によっては例えば、近隣の自治体と連携した形での研修であったりとか、場合によ

っては大阪府のほうからの、例えば支援というか、助言などをもらいながら、そういっ

た技術の継承というところを努めていきたいなというふうに考えておりまして、引き続

きその点重要というふうに考えておりますので、やっていきたいというふうに思ってお

ります。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

○嚨本（博）委員 ４５頁、再度なんですけれども、磯長小学校トイレ改修事業に関して

なんですが、僕も議員になってもう３年ぐらい来るんですけれども、本当、改修トイレ

の視察という形で全議員と一緒に行かせていただいたときからもう改修工事が始まって

いると思うんですけれども、これは磯長小学校、最終いつぐらいで終わる予定でしょう

か。 

○中村委員長 この質問については、教育委員会のほうになりますので、次回になります。 

○嚨本（博）委員 また明日、言わせていただきます。すみません。 

○中村委員長 ほかにございますか。 

○藤井委員 ６７頁をお願いします。猛暑対策工事設計業務委託料についてお尋ねします。
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これは全額、府の補助金で使われていると思うのですが、造った後のランニングコスト

は町負担になります。和みの広場のミストで言うと、住民さんから、人もいない曇った

日や雨の日でもミストが出ているのはどうなのか。無駄じゃないんですかと言われるこ

ともあるんですけれども、電気代、水道代のランニングコストはお分かりでしょうか。

それをお尋ねします。 

○西本秘書政策課長 今回設置しました役場前のミストになりますけれども、カタログ上

でのランニングコストの試算でいきますと、３か月でトータル２か所のミストを設置し

ましたけれども、３か月でトータル水道代と電気代合わせまして、２万５千円ほどにな

ろうかというふうに今試算はしております。 

○藤井委員 ありがとうございます。 

○森田副委員長 来庁者の駐車場のこれが２７９万円か何か載っているんだけれども、こ

れは来庁者、庁舎の向かいのところかな。それか、公用車を置いてある自動車の横の分

も入っているのかな。それで、職員が借りているのは、職員でもう精算しているわけで

すね。だから、来庁者の、これ、２７０何万円というのは、公用車を使っている分と、

こっちの分か。こっちだけの分か。 

○小南総務財政課長 ご質問いただいているのは、庁舎維持管理事業の来庁者駐車場の賃

借料の部分だと思います。２７９万３千円の内訳なんですけれども、おっしゃっていた

だいているように、役場の来庁者用の駐車場分と、あと向かいの公用車を停めさせてい

ただいている䭜本モータースさんの横の部分とで、この合計になっております。 

 職員の駐車場については、別の部分になっております。 

○森田副委員長 それと、何頁に書いてあったのかな。財産売払収入と書いて、４千何ぼ

か、書いているんだけれども、あれは聖和台とか、４か所のは今年の分かな。去年の分

と違うんですか。これはまだあれでしたか。 

○小南総務財政課長 今回挙げさせていただいています財産売払収入が、以前からご説明

させていただいていました聖和台の３筆分の収入のほうになります。 

○森田副委員長 それは何か所かあったわな。４か所か、５か所か。それでまだ、売れず

に残っている分もあるわけ。 

○小南総務財政課長 聖和台の区域につきましては、４筆、売出しさせていただいて、３

筆で、１筆ちょっと売れ残っております。今年度にかけて新たに別の聖和台の１筆と、

去年から残っています１筆のほうですね。今年度にかけても売り払いするような形で募
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集をかけさせていただく予定をしております。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

○村井委員 決算書の４３頁のところの雑入のところなんですけど、太陽光の売払い、売

電ですか。これやっぱり、昨今の原料高、原油高というところで、再生エネルギーとい

うところがすごくまた着目されているところなんですけど、これ山田小学校と総合福祉

センターが１千４００何がしで、山田小学校が８万何ぼと言って。これ何でこんな差が

開くのか、教えていただけませんか。 

○子安健康福祉部長 差の部分について、ご質問をいただいているかと思います。私ども

の所管しております福祉センター、こちらについての内容といいますか、この売電の額

についてご説明させていただきますと、福祉センターにつきましては、基本的に発電し

た分につきましては、施設のほうで利用し、余剰分のみを売電しているという形になっ

ております。ですので、太陽光発電の規模からするとかなり１千４００円でしたかとい

うことで、額が少額やというふうにお感じになられているかと思うんですけれども、基

本的には施設のほうで利用し、余った分だけを売電するということなので、これだけが

少額の形になっているということで、ご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○森田副委員長 今の関連ですけれども、ここの決算では関係ないんだけれども、私、何

回か、太陽光発電をつけたらいいのと違うかと。結局、体育館とか、大きい屋根で。だ

から、今、山田小学校につけているのでも、キロ数にしたら、知れた額。それはやっぱ

りいっぱいつけられるようにやってね。だから、これは普通事業といったら、ランニン

グコストというのが要るんだけれども、これは初期費用で、やって後は、お金が入って

くる分ばかりで、７年ぐらいでもうペイできるような格好だしね。それで、ＣＯ２削減

やら何かやったら、ぼろ切れを集めるのにやっていますとか、何やどんなものを集めて

やっているのか何か知らんけど、目に見えたことをやったほうがいいと思うので、これ

はもう要望で言っておきます。 

○中村委員長 ほかにございますか。 

○建石委員 補足説明書の２２頁、積立基金のことでちょっと聞きたいんですけれども、

今回５億円ほどかさ上げされて３０億円前後になってきたと。今回ちょっと気になるの

が、減債基金が１億２千８００万円ほど増えて、１億３千５００万円を積み立てると。

これは何か理由があるんでしょうか。 
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○小南総務財政課長 今回積み立てさせていただいています減債基金のほうは、令和４年

度の誤り、錯誤分で多くもらっています交付税のほうの返還を見越して、令和７年度に

返還予定なんですけれども、そちらのほうで、同年度に積み立てさせていただいて、そ

ちらから返還させていただく予定というか、補助させていただくような形の予定で積み

立てさせていただいております。 

○建石委員 これ今、課長おっしゃったとおり、返済の分で減債は積み立てるんやと。こ

れは、毎年毎年計画的に積み立てて、並列化して積み立てて行っていくものでもないん

でしょうか。 

○小南総務財政課長 今、補助については、起債のほうも、基本的には交付税措置される

ような形のものを選んで起債させていただいていますので、こちらのほうで計画的に積

み上げて、いつか一括で返還するとかいう形の計画は今のところなくて、交付税のほう

で措置されるほうが有利であるという判断の下、今回は返還分だけまとめて積ませてい

ただいているんですけれども、今後定期的に積んでいってというような形の計画は今の

ところございません。 

○建石委員 これは全体から見たら、財調の取崩しはなかったと。その辺のところの調整

で、今回これを減債のほうに立てているということでもないわけですか。 

○小南総務財政課長 おっしゃるとおりです。今回、黒字という形で、財調の取崩しはな

かったんですけれども、そちらの余剰分を積んだというイメージではなくて、返済のた

めにそちらを積ませていただいてという形で、別で考えていただければいいかなと思い

ます。 

○建石委員 全体的に財調のことでお聞きするんですけれども、今回ここ数年、２年、３

年で、コロナ対策で国からお金が下りてきたと。財源的な部分で財調を取り崩すことな

く事業が遂行されてきたということもあって、財調の取崩しがなかったと考えていいわ

けでしょうか。 

○小南総務財政課長 おっしゃるとおり、いろんな先行きというか、判定というか、見通

すのは難しい状況なんですけど、おっしゃるとおり、令和３年、令和４年と黒字になっ

たような形で、結果的には財政調整基金のほう、取崩しはなかったんですけれども、そ

ちらのほうはまた別でという形の考え方になります。 

○建石委員 そうすると、土地開発基金、先ほど聖和台の土地が４千数百万円で落札され

ていったと。その場合、今回この土地開発基金に何ぼかその財源を入れるという考えは
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なかったんですか。 

○小南総務財政課長 普通財産の処理という形になりまして、今回に関しては基金に積む

というような形の計画というか、お話というか、協議のほうはなかったです。 

○建石委員 こういう積立金に関しては、恐らくバランス的に考えて、計画的に考えて、

こういった割り振りをしていただいているんやと思うんだけれども、年々、ふるさと納

税等々で財源が入ってきた。今後とも、やっぱりこの財源基金の部分をもっともっと計

画的に積み立てていってほしい。これを見ていたら、ほとんど公共施設は増減幅、公共

施設等、今、ありがたいことに、ふるさと太子町応援基金が増えて、退職手当、恐らく

来年、再来年のことを考えて積んでいってもらえていると思うんだけれども、今後そう

いった内容も考えながら、何にこれは、どこの分も基金の場合は何かあるかもわからな

いので、その辺のところも、計画的に考えていただくようにお願いしておきます。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

○村井委員 先ほどの森田委員の質問の関連なんですけど、やっぱり今年の２月に脱炭素

のロードマップを作成されて、これ予算書のところのやっぱり何というかな、読んでい

たら、公用車管理事業というところですね。再生エネルギーを活用してこの脱炭素ロー

ドマップを実現していこうというふうな位置づけになっているかと思うんですけど、や

はり太陽光を活用した再生エネルギーへ、電力を生み出す。また、今、公用車のところ

の今までのガソリン車、ディーゼル車だけではなくて、また、違う形の公用車というよ

うなところの更新の計画なり、いろいろそういうのがございましたら、教えていただけ

ませんか。 

○小角政策総務部長 公用車の計画につきまして、以前、作成しておりましたのが、実際、

金額的にも切れておったと思います。委員お示しのように、電気自動車というのが、こ

れからの脱炭素社会の中で必要になってくる。その辺も見極めながら、改正していって、

予算に反映できるような形にしていきたいと考えております。 

○村井委員 やっぱり、私はもう率先して今からでもいいから電気自動車１台とか、入れ

なあかんと思います。それで、やっぱり後から明日の中に出てくる、質問にも出てくる、

やっぱりその観光施設のところにやっぱり充電スタンド要るよなとか。やっぱり、いざ

乗ってみたら、これ要るぞと。これ電気自動車でこんな太子町に観光に来ないぞみたい

なね。来られないぞと。危なくてと。やっぱり、そういうところを我が身をもってやっ

ぱり体験することによって、後の各部署の施策をどう進めたらいいのかみたいなという
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ことがやっぱり出てくるかと思うので、やっぱりそれはもうちょっとこれに脱炭素のロ

ードマップにやっぱり２月に定めてくれているんですが、もう１個ずつ実現していかは

るかと思うんですけどね。それは先ほどの再生エネルギーの活用といったところで進め

ていってもらいますようにお願いしておきます。 

 よろしいですか。これ何頁かな。戸別受信機、ちょっといいですか。この間ちょっと

やっぱりその戸別受信機の運用といったところで、ちょっと課題が何点か、私とこにも

届いていましてね。すごく絶妙なタイミングと言ったらいいか、ここやっぱり夕方に、

昼に夕立は来ないし、夕方に降るから夕立なんでしょうね。ちょうど５時から５時半、

６時にかけて、職員さんと警備室のすごく絶妙のタイミングでね。例えば、パンザマス

トだけが鳴っていて、戸別受信機が鳴っていない。戸別受信機が鳴っているけど、うち

とこは聞こえていないみたいなね。 

 もう１個言ったら、戸別受信機は鳴っているけど、もう雨の音、雨音がすご過ぎて、

何を言っているのかが分からないみたいなね。ちょっとそういうところの事象といった

らいいのか、局地的なのか、そこの家だけなのか分からないけど、やっぱり決算でこれ

だけのやっぱり、決算じゃなくて何年かデジタル化のところでもすごい予算を投入して、

太子町肝煎り事業というところで進めたのでね。やっぱり、いざというときに役立って

もらわないと、いざというときにいざという案内、周知、指示までは行ってないですけ

ど、そういうところのことをやってるんだけど、それが全く住民さんに聞こえてない、

届いてないというのがね。役場は、いや、ホームページに出ています。ＬＩＮＥアプリ

に何か出ていますと言うけど、そんなの正直見ていない。見ているのは、多分、議員と

役場職員ぐらいと違うのかな。やっぱり、その現状というところを踏まえたら、やっぱ

り最後の命綱は戸別受信機といったところがあるんだけど、その辺の運用のちょっと課

題、今、もしくは課題をいただいていたら、課題を検証して、こうしていこうというお

考えがあったら教えていただけませんか。 

○嚨中自治防災課長 委員おっしゃっている戸別受信機につきましては、各世帯のご家庭

のほうに配置させていただいている戸別受信機になります。昨今の警報とか太子町のほ

うから避難指示を出させていただいた際にも、これでさせていただいたところですけれ

ども、８時の定時放送と重なってうまいこと調整できなかったという、以前にはそうい

う話がありまして、そういうことのないように進めていっているところです。 

 また、太子町のほうから、防災に関する情報発令した後には、うちには入らなかった
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とかというふうな、戸別受信機に対する入らないとかという事象の問合せがかなり増え

ます。そういうときにつきましては、一軒一軒お宅を訪問させていただきまして、受信

状況の確認とか外部アンテナの設置をしているところです。 

 行政のほうからも、防災情報等の発信につきましては、おっしゃっていたとおりホー

ムページであるとか、ＬＩＮＥ、よくエリアメールが来ると思うんですけれども、そう

いうのも大阪のほうのシステムと連携して、住民さんのほうに、たくさんの手段で情報

は伝わるようにということで配慮してやっているところでございますが、戸別受信機パ

ンザマストにつきましては、受信になるものでして、今後とも適正に運営していきたい

と思っております。 

○村井委員 １つ、これもう、戸別受信機、皆さん、聞いていただいている。１つ、私、

おっと思ったのが、今シーズンの台風接近でごみ収集の日が急遽変わったと。これはも

う南河内環境事業組合との兼ね合いでね。そのタイミングになったんだけど、それが住

民さんに戸別受信機で言ったと。それは言ったけど、あれ皆さん、ご存じのように、町

内の各所にどれだけのごみが出してあったか。ごみステーションにね。ということは、

ごみステーションに出したということは、その方は個別受信機、聞いてなくて、日が変

わったということを知らないから出すんでしょうね。あれだけのごみを出す住民さんが、

その重要な情報が伝わってなかったんです。伝わってなかったから出したんでしょうね。

あんなごみ、収集日変わったからといって、それで嫌がらせで出したんだという人、多

分いないです。 

 だから、そういう実態だというのは、１つすごくいい検証できる結果、もう私のとこ

ろは、朝、ごみ収集が早いエリアなので、もうすごい数出ていました。それで、これ、

後でごみはどうするの、持って帰るの、そのまま置いておいたらいいの。いや持ってい

ったら、こんなもの犬が来るのと違うの、猫が来るのと違うの、所によったらイノシシ

が来るのと違うのみたいなね。だから、やっぱりそういうところが、やはり１つすごく、

これだけ聞いてくれていないんだな、届いてないんだな、というので、やっぱりしっか

り把握してもらって、特にやっぱり町長１期目の１年目のところだったら、町長が先頭

に立って、マイクの前に立って、住民さんに呼びかけていたというところもありました

でしょうし、やっぱりそういうところはしっかり検証してもらって、これから活かして

もらわないと、やっぱりこういう、決算１つでも、当初のああいうイニシャルコストの

ところもそうですけど、やっぱり肝煎りといったところ、太子町としてこだわってやっ
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ていただきたいと思いますので、お願いしておきます。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○中村委員長 ないようでしたら、これで質疑を終わります。 

 これにて暫時休憩といたします。 

 午後からの審議といたします。１時１５分からとさせていただきます。 

午後 ０時１４分 休 憩 

                                        

午後 １時１５分 再 開 

○中村委員長 それでは、再開いたします。 

 健康福祉部関係についての説明を求めます。 

○子安健康福祉部長 それでは、健康福祉部の福祉介護課、保険医療課、子育て支援課、

いきいき健康課に関連する決算額のうち、備考欄の事業別区分で額の大きいものを中心

にご説明を申し上げます。 

 それでは、まず、歳出でございます。８２、８３頁をお願いいたします。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、支出済額２億６千７６３万７千

６９４円。 

 備考欄の事業別区分で、主なものといたしましては、次の頁をお願いいたします。 

 ８４、８５頁です。 

 社会福祉管理事業４千４１２万８９０円は、避難行動要支援者に係る地図情報システ

ムの保守及び更新に係る経費として、１２節委託料で電算機器・プログラム保守委託料

５１万７千円のほか、１８節負担金補助及び交付金で、太子町社会福祉協議会への法人

運営や地域福祉推進のための各種事業に係る補助金３千８５９万１千円のほか、地方自

治法に基づく内部組織の共同設置として、南河内府民センター内で富田林市や河内長野

市などの６市町村で共同設置しております、広域福祉課に係る南河内広域行政共同処理

事業負担金５０１万１千円などでございます。 

 次の民生委員等事業９１万２千１７７円は、本町の民生委員、児童委員、保護司会や

更生保護女性会の活動に係る経費でございます。なお、民生委員、児童委員の定数は地

区担当２９人、主任児童委員２人となっており、現在欠員は生じておりません。また、

保護司は５人でございます。 
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 次に、地域福祉援護事業の２１万６千円は、知的・精神の障がい者の方の財産管理や

施設への入退所などに伴う契約及び遺産等に係る法律行為を自ら行うことが困難な方を

保護、支援する成年後見制度に係る経費で、令和４年度は、施設入所者１人に対する助

成として２１万６千円を支出いたしております。 

 次に、地域福祉コーディネーター配置事業３５０万９千６１２円は、会計年度任用職

員として配置いたしております地域福祉コーディネーター１名に係る経費で、地域にお

ける生活困窮者や障がい者などの要援護者が、住み慣れた地域で孤立することなく、安

心して暮らすことができるよう社会福祉士を配置することで、課題の解決や適正な福祉

サービスの導入につなげております。 

 なお、実績といたしましては、既存の法的サービス等とのつなぎや各種福祉サービス

の利用申請支援など、合わせて２２件、また、個別の相談支援では７５人の相談を行っ

ております。なお、相談種別で累計すると延べ７７件の相談実績となっております。 

 次の頁、８６、８７頁をお願いいたします。 

 重層的支援体制整備事業１千１２６万５千円。１２節委託料の地域力強化推進事業委

託料４２６万５千円は、住民相互のいわゆる共助を目指し、住民主体の支え合いマップ

の更新作業や新規作成に向けた事前の聞き取りを実施すると共に、平時の見守りである

「安心太子見守りネットワーク」の整理、更新を行い、在宅介護支援センターとの情報

の共有化を進めております。 

 また、相談支援包括化推進員配置事業委託料７００万円は、育児、介護、障がい、貧

困など、世帯全体の複合的、複雑化したニーズに対し、包括的に対応するため、専門員

を配置し、課題解決のため相談支援包括化推進会議を開催しているところでございます。 

 なお、これらの事業につきましては、社会福祉協議会に委託いたしております。 

 次に、過誤納還付事務事業４００万９千６６円は、福祉介護課所管の各種事業費確定

に伴う国・府支出金等の精算に伴う償還金でございます。 

 次に、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業の６千５３３万６千２

９４円は、電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響が大きい低所得世帯への支援として、

令和４年度分の住民税均等割非課税世帯や予期せず令和４年１月以降の家計が急変し、

住民税均等割非課税相当の収入となった世帯に対して、１世帯当たり５万円を支給する

もので、給付金支給のための事務経費として、１節報酬の会計年度任用職員報酬４２万

５千３９０円及び８節旅費の通勤費用弁償６千円を支出いたしております。 
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 また、１０節需用費は、事務用消耗品の購入費用。 

 １１節役務費は、対象者への確認書の送付等に係る郵送料や給付金の口座振替手数料

でございます。 

 さらに、１２節委託料の電算機器・プログラム変更委託料２３２万５千１６７円は、

電算システムのプログラムの変更や確認書の作成のほか、対象者の抽出のための電算処

理費用となっております。 

 また、１８節負担金補助及び交付金６千２２０万円は、令和４年度に１千２４４世帯

に対し支給いたしました電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金でございます。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業３１９万９千５４４円は、原油価格や食料品等の

高騰の影響を受けつつも、介護保険制度や障がい者自立支援制度の下、介護報酬などに

コストを転嫁できない町内の介護保険や障がい福祉サービスを提供する事業者に対して、

支援金を支給したもので、消耗品費や郵便料の人件費のほか、１８節負担金補助及び交

付金の介護保険・障がい福祉サービス事業所物価高騰対策支援金３１８万円は、各事業

者が提供するサービスの種類や施設の定員に応じて、１事業者当たり３万円から２０万

円の支援金を延べ４６事業者に対して支給いたしております。 

 次、過誤納還付事務事業１５万４千６２０円は、保険医療課が所管する未熟児養育医

療給付事業に係る令和３年度分の事業費確定に伴う国庫への償還金でございます。 

 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業（繰越明許費分）２千６３８万

９千３９５円は、令和３年度に支給した住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の対

象世帯のうち、家計急変世帯の申請期限が令和４年９月３０日であったことなどから、

令和３年度から令和４年度に必要な予算を繰り越して執行したもので、事務に要した経

費として会計年度任用職員報酬１３３万３千８５０円や、期末手当１５万６千４１７円。 

 次の頁をお願いいたします。 

 通勤費用弁償、郵便料、口座振込手数料などを支出いたしております。 

 また、１２節委託料の電算機器・プログラム変更委託料２２１万２７６円は、電算シ

ステムの改修や確認書の作成などに要した経費となっております。 

 １８節負担金補助及び交付金の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金２千２６

０万円は、確認書による支給２００世帯、家計急変等申請による支給２６世帯、合計２

２６世帯に対するものでございます。 

 ２目障がい福祉費、支出済額３億５千４８０万９千２５１円。 
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 このうち、主なものとしましては、事業別区分の障がい福祉管理事業２０７万３千８

７６円のうち、１２節委託料の電算機器・プログラム変更委託料１７６万円は、国の障

がい福祉データベース構築に対応するための電算改修費用でございます。 

 また、障がい者緊急一時保護居室確保事業委託料の２６万４千３７６円は、障がい者

に対する虐待が発生した場合の一時避難場所として、南河内６市町村で居室を確保する

ための費用でございます。なお、令和４年度の本町の利用実績はございませんでした。 

 次、心身障がい者（児）事業５９６万６千１９１円。 

 ７節報償費５３２万２千３５６円のうち、心身障がい者等給付金５２８万５００円は、

身体障がい者や精神障がい、療育で手帳をお持ちの在宅の方６０４人に対する給付金と

なってございます。 

 また、１９節扶助費の身体障がい者手帳診断料助成金３４万４千６６０円は、身体障

がい者手帳の交付申請の際に必要となる診断書に係る費用を助成するもので、助成件数

は延べ６３件でございます。 

 次に、障がい者自立支援給付等事業３億３千９９３万６千５３４円は、１１節役務費

で障がい者自立支援給付事業に係る審査支払手数料として、国保連合会審査支払手数料

２０万３千６２４円のほか、主治医意見書記載料２２万４千２６８円は、要介護認定に

当たり必要な主治医意見書の作成に係る主治医等にお支払いする費用となっております。 

 １２節委託料１７９万２千９２３円のうち、在宅入浴サービス事業委託料１１２万８

千４００円は、自宅において家族だけでは入浴が困難な重度の身体障がい者の方に提供

する訪問入浴サービスで、お一人の方の利用実績となっております。 

 次の頁をお願いいたします。 

 １３節使用料及び賃借料７９万７千１４０円は、重度障がい者リフト付きタクシー利

用料１６万３千５４０円のほか、電算機器・プログラム賃借料６３万３千６００円は給

付費適正化システムの賃借料となっております。 

 なお、重度障がい者リフト付きタクシー利用料については、９人の方に対して、延べ

１１２回の利用実績となっております。 

 １９節扶助費の障がい者（児）日常生活用具給付・貸与費４０５万４千１０８円は、

障がいのある方が在宅で生活するために必要な用具の購入等について助成する事業で、

７３件の利用実績となっております。 

 障がい者（児）補装具給付費３４８万４千９４１円は、障がいのある方がより円滑に
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日常生活を送ることができるよう、補装具等の給付、または、貸与する事業で、２６件

の実績となっております。 

 さらに、介護給付・訓練等給付費３億１千９８５万１千２０３円は、障がい者が自立

して安心して日常生活が送れるよう、居宅介護、共同生活援助や生活介護等のサービス

を提供する事業で、介護給付で５９人、訓練等給付で４３人の方の利用実績となってお

ります。 

 移動支援給付費８０７万３千３００円は、屋外での移動が困難な障がいのある方の外

出のための支援を行う事業で、２６人の方の利用実績となっております。 

 日中一時支援給付費１３７万１千７１９円は、日中における活動の場の確保及び親の

就労支援や家庭の一時的な休息などを支援する事業で、３人の方の利用となっておりま

す。 

 次に、自立支援医療給付事業１６４万８千６５０円のうち、１９節扶助費の更生医療

給付費１５５万２千３４０円は、身体障がい者で、その障がいを除去、軽減する手術等

の治療によって、確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のための医療

費の給付を行うもので、１１人の方に支給いたしております。 

 また、育成医療給付費の８万９千９１０円は、障がい児に対して、更生医療と同様、

生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の給付を行うもので、７人の方に支給い

たしております。 

 次に、重層的支援体制整備事業５１８万４千円は、障がいをお持ちの方々に必要な情

報の提供や助言を総合的かつ専門的に行う基幹相談支援センター委託料１９７万円や、

障がいをお持ちの方々からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行う、障がい者相

談支援事業委託料３２１万４千円となっております。 

 続きまして、３目老人福祉費、支出済額６６４万９千８８３円。 

 事業別区分の介護保険施設整備事業１２５万円は、地域密着型介護老人福祉施設「ふ

くの音」の整備に係る借入金利子に対する助成で、平成２８年度から令和７年度までの

１０年間を助成期間といたしております。 

 在宅高齢者支援事業４８万２千９００円は、１２節委託料の緊急通報装置賃借委託料

で、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯を対象として、緊急時に迅速な対応を図

るために緊急通報装置を設置するもので、４９人の方が利用されております。 

 次に、高齢者介護予防拠点づくり３１万４９円は、グラウンドゴルフ等多目的交流広
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場の維持管理経費で、主に電気料や水道料、グラウンド周辺の除草業務委託料などとな

っております。 

 老人ホーム入所事業２２９万５千３２０円は、６５歳以上の高齢者で、心身の状況や

置かれている環境、また、経済的理由などを総合的に勘案して、在宅で日常生活を営む

ことが困難な人に対する養護老人ホーム入所措置費で、対象者はお一人となっておりま

す。 

 次に、敬老祝事業５１万６千３７６円は、金婚式記念品代及び敬老祝金で、令和４年

度の金婚式の対象者は２０組、敬老祝金は１００歳の方が対象で６名でございました。 

 次の頁をお願いいたします。９２、９３頁です。 

 老人クラブ活動等社会活動促進事業４４万７千円は、老人クラブ和光会の活動を助成

するための補助金でございます。 

 次に、社会福祉法人等による利用者負担額助成事業１２万８千円は、低所得で生計が

困難であると認定した要介護者に、社会福祉法人等が、サービス利用に伴う利用者負担

の一部を軽減した場合に社会福祉法人等に対し助成するもので、３施設に対する助成金

で、対象者は４名でございます。 

 次に、外出支援事業（地域支え合い型移動サービス支援）２２万２３８円は、高齢者

の生活支援として、地域支え合い型の移動サービスを実施する団体に対して、町の公用

車を貸し出すことで支援を行うもので、主に貸出し用の公用車２台に係る燃料費１４万

１千７７４円のほか、修繕費や保険料となっております。 

 高齢者生きがい活動促進事業１００万円は、地域における生活支援サービスの担い手

である有償ボランティア活動等を行う新規団体の立ち上げに対して助成するものでござ

います。 

 次に、４目老人医療助成費につきましては、令和４年度中の支出はございませんでし

た。 

 次に、５目重度障がい者医療助成費、支出済額２千５３１万４千９４４円。 

 これは１級または２級の身体障害者手帳をお持ちの方など、重度の障がいがある方々

の医療費の自己負担に対して助成するもので、年間の平均で２２０人の対象者の方に対

する助成費などでございます。 

 次に、６目ひとり親家庭医療助成費、支出済額８３１万６千３６４円。 

 これは、ひとり親家庭で、１８歳に到達した年の年度末までの児童と親、または、養
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育者の方に対する医療費の自己負担に対して助成するもので、親と子、合わせて年間の

平均で３０５人の対象者に対する助成費などでございます。 

 次の頁をお願いいたします。 

 ７目子ども医療助成費、支出済額４千８９万９千３７２円。 

 これは、対象者を「１８歳に達した日以降の最初の３月末日を経過するまでの者」と

して、高校卒業までの年代の子どもの入院及び通院に係る医療費の自己負担に対し助成

するもので、令和５年３月３１日現在の対象者は、就学前の乳幼児が５６０人、小学生

が５６１人、中学生が３０８人、高校生が３４５人の合計１千７７４人で、これらに対

する助成費などとなっております。 

 次に、８目未熟児養育医療給付費につきましては、令和４年度中の支出はございませ

んでした。 

 次に、９目国民年金総務費、支出済額１千２６４万８千３２３円のうち、事業別区分

の国民年金事業４万２千５６０円は、年金に係る事務のうち、法定受託事務等の市町村

が担う年金事務に要した郵便料などの経費となっております。 

 次の頁をお願いいたします。 

 １０目国民健康保険費、支出済額１億４千２５万５千２０円。 

 事業別区分の国民健康保険特別会計繰出金事業１億７９９万９千２５７円は、国民健

康保険特別会計への繰出金で、保険基盤安定繰出金のほか、その他一般会計繰出金とし

て、集団健診の際の国保被保険者のがん検診に係る経費や町独自減免に対する繰出金に

加え、福祉医療費助成事業に係る国庫負担金減額相当分の繰出金となっております。 

 １１目介護保険費、支出済額２億４千７４３万４千８９６円。 

 事業別区分の介護保険特別会計繰出金事業１億８千４４万２千３６１円は、介護保険

特別会計への繰出金で、介護給付費や地域支援事業、事務費に対する繰出金となってお

ります。 

 また、低所得者保険料軽減繰出金１千６７５万２３４円は、１号被保険者の保険料の

うち、第１段階の方の負担が国の制度で軽減されることに伴い、繰り出すものでござい

ます。 

 次に、サービス事業６５８万８千８０８円は、地域包括支援センターが事業所として

実施する介護サービス事業で、次の頁をお願いいたします。 

 主には、会計年度任用職員のケアマネジャーの報酬や、要支援１、２の認定を受けた
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方などのケアプランの作成に係る介護予防支援負担金となっております。 

 なお、要支援の方を対象とする介護予防プランの作成件数は６４９件で、総合事業対

象者に対する介護予防ケアマネジメントの作成件数が４４２件となっております。 

 次に、重層的支援体制整備事業８５１万６千１０円は、令和４年度から重層的支援体

制整備事業への移行に伴い、介護保険特別会計から組み替えたもので、主には地域包括

ケアシステムの推進に向けて、高齢者世帯等を対象に地域において介護予防や生活支援

などの様々な日常生活上の支援体制の充実強化のための生活支援コーディネーターの配

置に要する経費として、生活支援コーディネーター委託料８４４万６千３００円となっ

ております。 

 次に、重層的支援体制整備事業（いきいき健康課）７８７万５千５０２円、こちらも

先ほどの重層的支援体制整備事業と同じく、介護保険特別会計から組み替えたもので、

地域ケア担当者研修会や元気ぐんぐんトレーニングに係る経費のほか、相談に係る包括

支援センターの運営経費として、１２節委託料の包括支援センター相談窓口機能拡充委

託料３８万２千１５４円や、社会福祉協議会に委託いたしておりますサロン送迎委託料

３３５万５千円に加え、高齢者交流サロンの運営や新規立ち上げに対する補助として、

１８節負担金補助及び交付金で、交流サロン推進事業費補助金（運営）２４１万７千円

及び（活動拠点整備）３０万円となっております。 

 次の頁をお願いいたします。 

 １２目総合福祉センター管理費、支出済額３千６１７万３０９円。 

 事業別区分の総合福祉センター維持管理事業１千８８４万２千９円のうち、主なもの

といたしましては、１２節委託料の指定管理委託料１千６３１万８千６０９円で、総合

福祉センターの維持管理等を太子町社会福祉協議会に指定管理として委託を行っており

ます。 

 業務内容といたしましては、センターの管理や浴場の運営など、施設や設備の維持管

理に関することや、利用者の生活等の相談支援などとなっております。 

 なお、総合福祉センターの年間利用者は延べ１万１千７１３人、１日平均５６.３人

の利用となっております。 

 また、浴場は、月・火・木・金の週４日で、年間の利用者は延べ３千９８８人、１日

平均２４.２人の利用実績となっております。 

 次に、新型コロナウイルス感染症対策事業１千７３２万８千３００円は、町立総合福
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祉センターの感染予防対策のためのトイレ非接触化工事に係る経費として、総合福祉セ

ンタートイレ改修工事設計業務委託料１５４万円と工事請負費１千５７８万８千３００

円となっております。 

 次に、１３目後期高齢者医療費、支出済額１億９千３３３万６千９９７円。 

 これは、本町を含めた府内市町村で構成する大阪府後期高齢者医療広域連合が保険者

として行う後期高齢者医療保険制度に係る経費となっており、１８節の負担金補助及び

交付金の１億５千１４３万２千８８７円は、後期高齢者医療制度の医療給付費等に係る

定率負担金や、広域連合への事務費負担金となっております。 

 また、２７節の繰出金４千１９０万４千１１０円は、本町の後期高齢者医療特別会計

へ繰り出すもので、事務費や保険基盤安定制度に係る保険料軽減分の繰出金となってお

ります。 

 次に、２項児童福祉費、１目児童措置費、支出済額１億７千７０５万７千３７０円は、

児童手当給付事業として児童手当の給付に係る経費で、対象は中学校卒業までの児童を

養育している養育者に対して支給されるものでございます。支給対象者の実績は、延べ

人数といたしまして、１万５千９２１人、月平均で１千３２６人となっております。 

 また、１２節委託料の電算機器・プログラム変更委託料２６４万円は、児童手当現況

届廃止等の制度変更に伴う電算システムの改修経費となっております。 

 次に、２目児童運営費、支出済額３億４千５９１万６千２０２円。 

 このうち保育所運営事業３億４千５４２万４千３７０円は、保育所運営に係る経費と

なっており、１２節委託料の保険料徴収委託料３６万円は、やわらぎ・松の木両保育園

に対する保育料徴収に係る委託料。また、１８節負担金補助及び交付金の３億４千４９

５万６千７５２円は、次の頁をお願いいたします。 

 やわらぎ・松の木両保育園の保育所入所委託料３億１千１７４万８千円のほか、各園

への各種補助金などとなっております。 

 なお、令和４年度末の児童数は、やわらぎ保育園が９２人、松の木保育園が１１８人、

やわらぎ幼稚園が７９人、広域入所児童が９人で、合計２９８人でございます。 

 次に、新型コロナウイルス感染症対策事業４９万１千８３２円は、コロナ禍における

急激な物価高騰による保育所等の給食材料への影響を軽減し、給食の質の維持を目的に

保育所等に補助いたしました、保育所等給食材料費補助金でございます。 

 次に、３目放課後児童会費、支出済額３千４８７万１千１５２円。 
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 事業別区分の放課後児童会運営事業３千４６７万４千９１２円は、放課後児童会の運

営に係る経費で、主に会計年度任用職員として雇用しております支援員及び補助員、計

１７人の報酬や職員手当等、共済費のほか、施設の維持管理経費でございます。 

 なお、令和４年度のクラス編成でございますが、磯長教室は３クラスで児童数が延べ

１１５人、山田教室は１クラスで児童数が延べ４０人でございます。 

 次の新型コロナウイルス感染症対策事業１９万６千２４０円は、放課後児童会の山

田・磯長両教室において、空気清浄機４台を更新したものでございます。 

 次の頁、１０４、１０５頁をお願いします。 

 ４目児童福祉費、支出済額２億１千３７１万８６５円。 

 事業別区分の子ども・子育て支援事業２千５４４万２千５６４円は、子ども・子育て

会議の開催に係る委員報酬などの費用のほか、就学前の子どもとその親を対象としたお

ひさま広場や、１歳６か月児フォロー教室などの実施に伴う保育士などの専門職の配置

に要する経費でございます。 

 また、１２節委託料のうち、子育て関連支援事業委託料の２９９万９千５４４円は、

子どもの貧困対策として、対象となる子どもの世帯への生活支援事業で、６世帯に対し

て支援を実施いたしました。 

 １８節負担金補助及び交付金の多子世帯保育料等助成金７８５万６千６９０円は、国

の多子世帯保育料負担軽減制度を拡充する町の単独施策として、第２子半額、第３子以

降無料の多子世帯保育料等助成金で、対象児童は５６人でございます。 

 また、副食費補助金９６３万７千５３０円は、幼児教育・保育の無償化において、町

独自の副食費に対する助成で、助成対象児童は延べ２千２５８人となっております。 

 次に、児童虐待防止事業８０４万２千１７２円の１節報酬４１０万１４円は、児童虐

待防止対策事業に係る社会福祉士等の会計年度任用職員の報酬でございます。 

 また、７節報償費の２３万６千２５０円は、次の頁をお願いいたします。１０６、１

０７頁です。 

 児童虐待スーパーバイザーに対する報償費で、年間延べ１１日の活動に係る経費でご

ざいます。 

 また、１３節使用料及び賃借料の電算機器・プログラム賃借料２１７万３００円は、

令和４年度に整備いたしました家庭児童相談システムの賃借料でございます。 

 次に、発達障がい児等療育事業３２１万４千６８６円でございますが、１２節委託料
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のうち、障がい児療育等支援事業委託料６０万円は、発達に関して遅れのある児童を対

象とした５人程度の小クラスの教室で、太子町、河南町、千早赤阪村の３町村で共同実

施しており、太子町からは５組の利用がございました。 

 また、１８節負担金補助及び交付金の心身障がい児通園施設補助金２３８万１千２６

５円は、知的障がい児等の通園施設である社会福祉法人聖徳園に対する運営補助金で、

通園児童数は７人でございます。 

 次に、保育所等巡回支援・児童個別支援事業１千２３７万５千５９８円は、町内の保

育園、幼稚園、小中学校を臨床心理士等が巡回し、教員等に児童への関わり方などにつ

いて助言を行う事業で、専門職である保育士１人、臨床心理士２人、作業療法士１人、

言語聴覚士１人の報酬などでございます。 

 次に、障がい児通所支援給付事業１億３千７６７万３千４１円のうち、１９節扶助費

の障がい児通所等給付費１億３千７３７万７千１円は、小学校就学前の児童の発達支援

事業と就学後の放課後等デイサービス事業の利用に対する給付事業で、年間延べ利用人

数は１千５３２人の利用実績となっております。 

 次の頁をお願いいたします。 

 重層的支援体制整備事業の子育て支援センター事業委託料８３９万８千円は、重層的

支援体制整備事業への移行により、子ども・子育て支援事業から組み替えたもので、や

わらぎ幼稚園に同センターの運営を委託している経費でございます。 

 次に、過誤納還付事務事業５２１万３千５２５円は、前年度の事業費確定に伴う国・

府支出金等の精算に伴う償還金でございます。 

 次に、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業９２万３千７５７円は、新型コロナウ

イルス感染症による影響が長期化する中、子どもたちの未来を切り開く観点から子ども

たちを力強く支援することを目的に、保護者の所得が児童手当の支給対象と同等の世帯

の高校生以下の子ども１人につき１０万円を支給した令和３年度実施の給付金事業で、

同給付金の支給決定手続きが令和４年４月になったことに伴い、令和４年度予算からの

支出となったもので、職員の時間外手当や郵便料、口座振替手数料のほか、１８節負担

金補助及び交付金の子育て世帯への臨時特別給付金９０万円は、対象世帯数が６世帯、

児童数にして９人に対する給付金でございます。 

 なお、２２節償還金利子及び割引料の償還金１万３千９４４円は、令和３年度中に支

出した同給付金の事業費確定に伴う国庫への償還金でございます。 
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 次に、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひとり親世帯分）９千４１６円は、

低所得の子育て世帯に対し、生活支援の観点から、児童１人当たり５万円を支給する子

育て世帯生活支援特別給付金のうち、児童扶養手当受給世帯等のひとり親世帯に対する

支給に要する経費で、制度案内や支給決定通知等の郵便料となっております。 

 なお、ひとり親世帯分の給付事業については、制度案内や辞退届の送付、受付等の事

務につきましては本町にて行いますが、給付金の支給については、大阪府が実施主体と

なり、対象世帯に給付金を支給いたしております。 

 次に、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（その他世帯分）１千１９５万１千５

５円は、ひとり親世帯分と同様に、低所得の子育て世帯に対して、児童１人当たり５万

円を支給するもので、ひとり親世帯以外の住民税均等割非課税の児童手当受給者等に対

して支給するための事務経費として、３節職員手当等の時間外勤務手当６万５４３円の

ほか、役務費１万６千７２円は、制度案内や支給決定通知等の郵送料や口座振替手数料

となっております。 

 さらに、１２節委託料の子育て世帯生活支援特別給付金電算処理業務委託料１４０万

８千円は、支給対象の抽出等のための電算処理のための費用でございます。 

 また、１８節負担金補助及び交付金の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）

７１５万円は、その他世帯分として支給した７２世帯、児童１４３人の給付金となって

おります。 

 さらに、２２節償還金利子及び割引料３３０万５千円は、令和３年度中に実施した同

給付金の事業費確定に伴う国庫への償還金でございます。 

 次に、４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、支出済額８千５１９万７

０１円。 

 次の頁をお願いいたします。 

 事業別区分の保健衛生管理事業２千４４１万１千２２９円は、保健センターの事務関

連経費や小児救急医療事業等の広域で行っている事業に係る負担金などの経費でござい

ます。 

 まず、１節報酬４７１万２千１２円は、保健センターが実施しております事業全体に

係る看護師や管理栄養士、事務補助等の会計年度任用職員の報酬でございます。 

 １８節負担金補助及び交付金１千７８２万６千２６９円のうち、小児救急医療事業負

担金１千４５６万６千３１９円は、南河内南部の３市２町１村が共同実施しています小
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児救急医療事業の運営負担金で、診療実績は、令和４年度の１年間の受診者全体では延

べ６千４００人、このうち太子町の方は１８０人でございます。 

 次に、南河内圏域障がい児（者）歯科診療事業負担金２６万１千４９９円は、南河内

の５市２町１村で共同運営しており、令和４年度の診療日数は４７日で、受診者数は初

診で１４人、再診は６５４人でございます。このうち、太子町の方は、再診で１２人と

なっております。 

 一番下の富田林休日診療所運営負担金１８３万５千３８５円は、本町及び富田林市、

河南町、千早赤阪村で共同実施している休日診療所の負担金でございます。 

 なお、診療実績は、令和４年度の診療日数７２日、受診者は全体で１千４２２人で、

このうち太子町の方は８５人でございます。 

 そのほか、各種団体への負担金・補助金等の支出となっております。 

 次に、市町村健康対策推進事業３０万１千８６６円は、健康づくり推進会議や自殺予

防対策関係の経費でございます。 

 １節報酬の１６万８千円は、健康づくり推進会議委員及び自殺対策計画委員に対する

報酬でございます。 

 ７節報償費の１０万６千６００円は、自殺予防に関連する報償費で、年６回のこころ

ほぐしの会への臨床心理士によるこころの悩み相談に対する講師謝礼となっております。 

 次の頁をお願いいたします。 

 保健センター維持管理事業３６２万４千５６２円は、ガス代や電話料のほか、清掃や

設備保守等の保健センターの維持管理に係る経費でございます。 

 次に、過誤納還付事務事業８５万６千円は、前年度の事業費確定に伴う国・府支出金

等の精算に伴う償還金でございます。 

 ２目健康管理費、支出済額１億８千５６０万６千１３１円。 

 事業別区分の予防事業３千４０８万７５１円は、各種定期予防接種に係る経費でござ

います。 

 まず、１２節委託料の３千２３６万５０３円は、予防接種法に基づく乳幼児等予防接

種や肺炎球菌予防接種のほか、６５歳以上の高齢者に対するインフルエンザの予防接種

に係る委託料で、２千５７４人に対する費用となっております。 

 また、１８節負担金補助及び交付金の１４１万９千１９５円は、任意の予防接種に対

する助成で、対象者は、おたふくかぜワクチン接種者で１２６人、高齢者の肺炎球菌ワ
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クチン接種者で１５人、風しん予防接種者で８人でございます。 

 次の頁をお願いいたします。 

 一番上のインフルエンザワクチン接種費用助成金３０万９５０円は、中学３年生及び

高校３年生に対するインフルエンザワクチン接種の接種費用に対する助成で、対象者は

１０２人でございます。 

 次に、健康教育事業３７万１千１４２円は、血糖へらそう会等に係る経費となってお

ります。 

 次に、健康相談事業１１万８千８００円は、健診の結果説明会等に係る経費や、毎年

年度当初に各ご家庭に配布いたしております保健センターの事業案内等に係る印刷代な

どとなっております。 

 次に、健康診査事業１千５４２万２千４２２円は、各種がん検診や４０歳以上の方を

対象とした特定健診時の追加項目の健診などに係る経費となっております。 

 このうち、１２節委託料１千４９９万６千２７６円は、各種がん検診等の費用で、受

診者数はそれぞれ子宮頸がん検診５２６人、乳がん検診３５６人、胃がん検診３７１人、

大腸がん検診４７６人、肺がん検診３５９人、また、特定健診の追加項目の検診６４９

人、骨密度測定２３１人、成人歯科検診で４１人でございます。 

 集団健診事業３３６万８千６９３円は、毎年８月下旬に行っております、とくとく健

診（集団健診）に係る経費となっております。 

 令和２年度以降、コロナ禍での開催となっておりますが、令和４年度も感染対策には

万全を期して、例年と同じ規模での開催となっております。 

 なお、開催日数は例年と同じく６日間で、受診者数は６１１人でございました。 

 次の頁をお願いいたします。 

 母子保健事業１千１１０万４千３９１円は、妊婦から出産後３歳６か月児までの妊婦

健診及び乳幼児健診等に係る経費でございます。 

 ７節報償費の１７８万５千８８０円は、赤ちゃん会、乳幼児健診、乳幼児訪問など、

母子保健に係る医師、歯科医師等の報償費でございます。 

 また、１２節委託料の８３８万１千８９０円のうち、妊婦健康診査等委託料６４３万

３千２３１円及び１８節負担金補助及び交付金の健康診査費助成金１６万９千６５０円

は、妊婦の定期健診に係る費用で、１人当たり公費負担限度額１４回分の１１万６千８

４０円を上限額として、受診者１００人、受診延べ回数は７９７回となっております。 
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 次に、１２節委託料に戻っていただきまして、乳幼児健康診査等委託料８５万９千８

９３円は、生後１か月から３歳６か月までの乳幼児の健診に係る費用でございます。 

 妊婦歯科検診委託料の１５万４千４４０円は、母子健康手帳の交付を受けた妊婦が出

産するまでの間に歯科健診を受けていただくための経費で、受診実績は２０人となって

おります。 

 １８節負担金補助及び交付金５８万４千６５０円のうち、特定不妊治療費助成金４０

万円は、不妊に悩む方への特定不妊治療費に対する助成で、１回５万円を上限として、

受診者６人、助成延べ件数は８件となっております。 

 次に、健康マイレージ事業８１万６６１円は、本町が実施しております健康マイレー

ジ事業、たいしくんスマイルに係る賞品代や啓発用チラシ、スタンプカード等の作成に

要した経費となっております。 

 なお、令和４年のたいしくんスマイルの応募総数は９１７人となっております。一方、

協賛企業は２６社、ポイントの寄付対象団体は３６団体となっております。 

 次に、妊娠出産包括支援事業９８４万４千３２６円は、妊娠期から１歳半までの子育

て期にわたる母子保健に関する総合的な相談支援を行うための経費で、７節報償費８０

万３８５円のうち、出産祝い品７６万２千４８５円は、６９人の方への出産祝い品に要

した経費でございます。 

 また、１２節委託料８８万８千１４６円は、妊産婦のケアのため助産師を派遣する費

用や、育児サポート等のためのデイサービスやショートステイに係る費用となっており

ます。 

 次の頁をお願いいたします。 

 後期高齢者事業２３９万２千１３０円は、７５歳以上の高齢者に対する介護予防と保

健事業の一体的取組に要する経費となっております。 

 １節報酬１４２万６千５６６円のほか、３節職員手当等２７万３千５９７円、４節共

済費２７万５千９６円などは、事業に必要な看護師等の雇用に要する経費となっており

ます。 

 また、需用費３３万１千２９１円は、事業に必要な消耗品などの購入などとなってお

ります。 

 次に、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業１億６９１万２千８０７円は、

令和４年度に要した新型コロナウイルスワクチンの接種に要した経費となっております。 
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 １節報酬６１２万８千７４０円は、コールセンターのオペレーターや事務補助として

雇用いたしております会計年度任用職員に対する報酬となっております。 

 ３節職員手当等２０３万８千１８９円は、町立万葉ホールでの集団接種会場の運営に

当たった職員に対する時間外勤務手当や管理職員特別勤務手当のほか、会計年度任用職

員に対する期末手当となっております。 

 １２節委託料７千５４７万１千４６２円は、住民の予防接種履歴等を管理しておりま

す健康管理システムに係る接種回数の増加への対応のための電算機器・プログラム変更

委託料２１４万５千円や、集団接種の際の役場駐車場整理業務委託料１７６万１千５０

７円のほか、次の頁をお願いいたします。 

 上から２つ目ですが、他市町村でワクチン接種を受けた際の国保連合会を通じた接種

費用の支払いに係る事務委託料８３万２千２００円、本町住民への新型コロナウイルス

ワクチンの接種費用として医療機関等に支払う予防接種委託料については、５千９５３

万２千１８７円、集団接種会場内でのスタッフの配置などワクチン接種会場運営業務委

託料７３２万２８０円、接種券送付直後のコールセンター業務増加への対応のためのコ

ールセンター業務委託料１６０万４千９００円などとなっております。 

 なお、令和５年５月８日から６５歳以上の高齢者や基礎疾患を有する人等を対象とし

た春開始接種において、町立万葉ホールで実施した集団接種の接種者数は、２千４８２

人となっております。 

 １３節使用料及び賃借料１３２万円は、本町が実施する集団接種等の予約システムに

係る経費として、ソフトウエア使用料となっております。 

 また、１８節負担金補助及び交付金の２４万６２０円は、集団接種会場までの介護タ

クシーや路線バス等の運賃無料化に係る補助金でございます。 

 次に、２２節償還金利子及び割引料の償還金１千７７８万７千３７８円は、令和３年

度に実施した新型コロナワクチン接種に係る事業費の確定に伴う国庫への償還金となっ

ております。 

 次に、新型コロナウイルス感染症対策事業１１８万８円は、新型コロナウイルス感染

対策に要した経費で、７節報償費の健康マイレージ賞品代４３万４千６９円は、協賛企

業への事業者支援として商品購入代、１０節需用費の消耗品費７４万５千９３９円は、

新型コロナウイルスに感染した方や濃厚接触となった方への自宅療養等応援パックをお

届けするため、自宅療養に必要な食料や日用品を購入するための経費となっております。 
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 次に、少し頁を飛んでいただきまして、１６８、１６９頁をお願いいたします。 

 ９款教育費、５項幼稚園費、１目幼稚園費。 

 事業別区分の預かり保育事業（子育て支援課）の１８節負担金補助及び交付金の子育

てのための施設等利用給付費２８万１千１００円は、幼児教育・保育無償化に伴い、町

立幼稚園の預かり保育を利用された場合の自己負担に対する給付で、園児延べ９５人分

でございます。 

 次に、私立幼稚園等助成事業３千９７６万８６４円は、町内私立幼稚園及び町内在住

者に対する幼稚園教育の振興と幼児教育における保護者負担の軽減を図るための事業に

伴う経費となっており、１８節負担金補助及び交付金の施設型給付負担金３千４６７万

１千５０４円は、園運営の健全化を図るための助成で、園児５５人分。 

 また、一時預かり事業（幼稚園型）負担金の４０９万１千円は、やわらぎ幼稚園等に

対する助成で、対象児童１日平均で３４人分。 

 子育てのための施設等利用給付費の６９万８千３６０円は、子ども・子育て新制度に

移行していない私立幼稚園を利用された保護者に対する給付で、園児７人分でございま

す。 

 歳出の説明につきましては、以上でございます。 

 続きまして、歳入となります。 

 ２４頁、２５頁をお願いいたします。 

 １３款分担金及び負担金、１項負担金、１目民生費負担金、収入済額３千３１８万４

千５２５円。 

 １節社会福祉費負担金、収入済額７４７万６千５２５円は、南河内府民センター内に

共同設置している広域福祉課業務を行う本庁職員１名分に対する人件費負担金でござい

ます。 

 次に、２節老人福祉費負担金については、令和４年度の収入はございませんでした。 

 次に、３節児童福祉費負担金、収入済額２千５７０万８千円は、保育所入所に伴う利

用者負担金で、延べ９３４人分の保育料収入でございます。 

 なお、滞納繰越分１万５千８０円は、１人分に係る滞納分でございます。 

 次に、１４款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生使用料、収入済額９９４万６

千９２０円。 

 １節放課後児童会使用料の収入済額９５６万５千８８０円は、磯長・山田両教室の児
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童１５０人分の使用料収入となっております。 

 次の頁をお願いいたします。 

 一番上の２節福祉センター使用料３７万８千５３４円は、つばき作業所及び総合福祉

センター敷地内にある関電電柱１本分に係る行政財産使用料でございます。 

 次に、３節多目的交流広場使用料２千５０６円は、広場内に設置しております飲料水

の自動販売機１台に係る使用料でございます。 

 次に、２項手数料、２目民生手数料、収入済額５２９万６千６２４円。 

 １節介護予防支援手数料、収入済額５２５万６千６２４円は、介護予防プラン及び介

護予防ケアマネジメントの作成に伴う手数料でございます。 

 ２節事業所指定等手数料、収入済額４万円は、通所介護事業所の指定に係る２件分の

手数料でございます。 

 次の頁をお願いいたします。 

 頁中ほどの１５款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、収入済額５

億１千２６０万７千３９５円。 

 １節社会福祉費負担金、収入済額１億７千３４１万３千４４３円は、主に更生医療、

育成医療及び未熟児養育医療給付費のほか、国保特会への繰出金に対する保険基盤安定

負担金、介護給付・訓練等給付費や介護特会への繰出金に対する低所得者保険料軽減負

担金などで、負担割合はいずれも事業費の２分の１となっております。 

 次に、２節児童福祉費負担金、収入済額３億３千９１９万３千９５２円は、保育所入

所委託費負担金１億５千３０万６５円及び児童手当負担金１億２千８万７千６６４円、

並びに障がい児通所事業給付費負担金６千８８０万６千２２３円で、負担割合は、保育

所入所委託費負担金と障がい児通所事業給付費負担金は２分の１、児童手当負担金は、

児童手当総額の約７０％が国庫負担分となっております。 

 次に、２目衛生費国庫負担金、１節保健衛生費負担金、収入済額７千３４万３千３２

８円は、新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費のうち、医療機関に支払う予防

接種委託料などに対する国庫負担金でございます。 

 その下、３目教育費国庫負担金、次の頁をお願いいたします。 

 一番上の１節教育振興費負担金、収入済額１千５０３万１千７１８円は、認定こども

園の運営費及び未移行園等利用給付費に対する国庫負担金となっております。 

 次に、２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金、収入済額１億６千６５２万４千８０
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１円。 

 １節社会福祉費補助金、収入済額１億２千４６９万８千６８９円は、障がい者の自立

支援に対する地域生活支援事業費等補助金４９５万９千円や、高齢者生きがい活動促進

事業補助金１００万円、社会福祉総務費や障がい福祉費などの各種目で支出された重層

的支援体制整備事業に対する交付金のほか、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付

金や電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の各給付事業の事務費と給付金に対

する補助金などとなっております。 

 次に、２節児童福祉費補助金、収入済額４千１８２万６千１１２円のうち、児童虐

待・ＤＶ対策等総合支援事業補助金の３１８万４千円は、児童虐待防止事業に対する補

助金で、補助率は２分の１でございます。 

 次に、地域子ども・子育て支援事業交付金１千５２０万９千円は、放課後児童会事業

等に対する補助金となっております。 

 保育対策総合支援事業費補助金１７０万円は、松の木・やわらぎの両保育園への保育

体制強化事業に対するもので、補助率は２分の１となっております。 

 このほか、令和３年度から実施いたしております子育て世帯への臨時特別給付金事業

の給付金及び事務費に対する補助金や保育士等処遇改善臨時特例交付金５８６万７千３

０５円は、令和４年２月から実施された保育士等の収入を３％程度引き上げる処遇改善

に対する補助金でございます。 

 次の頁をお願いいたします。 

 ３目衛生費国庫補助金、１節保健衛生費補助金、収入済額４千９５６万３千円。この

うち、疾病予防対策事業費等補助金５３万４千円は、各種がん検診の受診勧奨費用及び

第５期風しん予防接種に係る抗体検査等の費用に対する補助金でございます。 

 次の妊娠出産包括支援事業補助金８６万５千円は、妊産婦のケアやサポートのための

訪問相談、デイサービスやショートステイ等の事業に対する補助金でございます。 

 また、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金４千１８８万円は、新型

コロナウイルスワクチンの接種予約や各種お問合せに対応するためのコールセンターの

設置、接種券作成のほか、集団接種会場の運営に要する経費などに対する補助金でござ

います。 

 更に、出産子育て応援交付金６２８万４千円は、本年、令和５年２月から事業を開始

いたしております、妊婦や子育て家庭に対する面談や各種サービス利用に対する負担軽
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減のため、５万円を２回、合計１０万円の経済的支援を行う市町村に対する交付金でご

ざいます。 

 次に、３項国庫委託金、２目民生費国庫委託金、収入済額３４７万８千５０８円のう

ち、１節社会福祉費委託金、収入済額３４０万５千３５５円は、国民年金事務に対する

委託金でございます。 

 次に、２節児童福祉費委託金、収入済額７万３千１５３円は、特別児童扶養手当の支

給事務に対する委託金でございます。 

 次に、１６款府支出金、１項府負担金、１目民生費府負担金、収入済額２億９千２７

９万５千７９２円のうち、１節社会福祉費負担金、収入済額１億６千８１４万９千５０

５円は、主に国民健康保険及び後期高齢者医療の保険基盤安定制度に係る保険料軽減分

と保険者支援分に対する負担金で、負担割合は保険料軽減分の４分の３、保険者支援分

の４分の１が、それぞれ府の負担分となっております。 

 その他、更生医療、育成医療のほか、障がい者の自立支援制度に係る介護給付・訓練

等給付費などに対する負担金となっております。負担割合はいずれも事業費の４分の１

となっております。 

 次の頁をお願いいたします。 

 一番上です。２節児童福祉費負担金、収入済額１億２千４６４万６千２８７円のうち、

保育所入所委託費負担金６千３２１万６千７０７円は、保育所の運営に対するもので、

負担割合は４分の１。また、児童手当負担金２千７０８万５千３３１円は、児童手当費

総額の約１５％が府負担分となっております。 

 また、障がい児通所事業給付費負担金３千４３４万４千２４９円は、児童発達支援や

放課後デイサービス等を利用した際の給付費に対する負担金で、負担割合は４分の１で

ございます。 

 次に、２目教育費負担金、１節教育振興費負担金、収入済額１千１５８万３千９４３

円は、認定こども園の運営費及び未移行園等利用給付費に対する府負担金となっており

ます。 

 次に、２項府補助金、２目民生費府補助金、収入済額１億１２４万８千３６３円のう

ち、１節社会福祉費補助金、収入済額２千９５１万２千６６９円の主なものでございま

すが、備考欄の下から５つ目の地域生活支援事業費等補助金２４７万９千円は、障がい

者の自立支援事業に対する補助金。また、その２つ下の地域福祉・高齢者福祉交付金１
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千４９５万２千円は、社会福祉一般事業、地域福祉コーディネーター配置事業などが補

助の対象事業となっております。 

 次に、その下の重層的支援体制整備交付金９２３万５千円は、令和４年度からの重層

的支援体制整備事業に移行している各種相談事業等に対する交付金でございます。 

 さらに、その下の移譲事務交付金２３９万８千２２５円は、主に身体障がい者手帳の

交付等に伴う権限移譲に係る事務交付金でございます。 

 次に、２節福祉医療費補助金、収入済額１千９１１万７千２５１円は重度障がい者医

療、ひとり親家庭医療のほか、子ども医療のうち就学前の乳幼児の公費負担事業費に対

するもので、補助率はそれぞれの医療助成費事業に対して２分の１となっております。 

 次に、３節児童福祉費補助金、収入済額５千２６１万８千４４３円のうち、地域子ど

も・子育て支援事業交付金の１千２４４万８千円は、延長保育事業、放課後児童健全育

成事業等に対するもので、補助率は３分の１。 

 また、新子育て支援交付金の３千８２９万５千４４３円は、太子町子ども・子育て支

援事業計画に基づく子育て事業及び少子化対策事業等に対するもののほか、優先配分枠

及び成果配分枠として交付されたものでございます。 

 保育対策総合支援事業補助金の６０万円は、やわらぎ保育園、松の木保育園への保育

体制強化事業補助金に対するもので、補助率は４分の１でございます。 

 次に、保育対策総合支援事業費補助金（感染症対策施設整備補助金）５８万４千円は、

やわらぎ保育園が行った感染症対策のための施設改修に対するもの、認定こども園施設

整備費補助金５３万２千円は、やわらぎ幼稚園が行う防犯対策のための施設整備に対す

るものでございます。 

 なお、補助割合は保育対策総合支援事業費補助金が３分の２、認定こども園施設整備

費補助金が２分の１でございます。 

 次に、３目衛生費府補助金、収入済額６３５万８千２００円。 

 １節保健衛生費補助金、収入済額６２７万円のうち、健康増進事業費補助金の２２７

万４千円は、健康教育、健康相談、訪問事業等の健康増進事業に対するもので、補助率

は３分の２でございます。 

 次の頁をお願いいたします。 

 右上の上から２つ目です。コロナ拡大期インフルエンザワクチン定期接種緊急促進事

業補助金２５６万１千円は、高齢者のインフルエンザワクチン接種の無償化に対するも
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のでございます。 

 また、出産・子育て応援交付金１３３万５千円は、妊婦や子育て家庭に対する面談や

各種サービス利用に対する負担軽減のため、５万円を２回、合計１０万円の経済的支援

を行う市町村に対する交付金で、対象事業費の６分の１が府負担分となっております。 

 次に、少し飛んでいただきまして、４０、４１頁をお願いいたします。 

 １９款繰入金、２項特別会計繰入金、１目介護保険特別会計繰入金、１節介護保険特

別会計繰入金、収入済額６２７万７千５０円は、重層的支援体制整備事業に対する財源

として、介護保険特別会計から繰り入れたものでございます。 

 また、２目国民健康保険特別会計繰入金、１節国民健康保険特別会計繰入金、収入済

額５１２万６千２６５円は、一般会計予算で、いきいき健康課が実施している国民健康

保険被保険者に対する各種健康増進事業の財源などとして、国民健康保険特別会計から

繰り入れたものでございます。 

 その下、２１款諸収入、３項受託事業収入、１目衛生費受託事業収入、１節高齢者保

健事業収入、収入済額９６１万６千９２円は、高齢者の介護予防と保健事業を一体的に

実施する後期高齢者事業に対する後期高齢者医療広域連合からの受託事業費交付金でご

ざいます。 

 次に、４項雑入、次の頁をお願いいたします。 

 １目雑入、２節雑入でございますが、健康福祉部が所管いたしますものといたしまし

ては、備考欄の中ほどにあります健康教育参加負担金８００円は、保健センターで行い

ました調理実習の負担金。 

 その下、笑顔いっぱいプロジェクト参加負担金２万５００円は、わくわく農園の参加

者負担金で、１世帯当たり５００円を徴収し、延べ４１世帯分で、苗や肥料などの購入

に充てております。 

 次に、その下の総合福祉センター太陽光発電売電料１千４１６円は、関西電力の電気

買取料。 

 次に、４３頁の一番下の後期高齢と福祉医療との高額療養費調整額返還金７１万６千

５３３円は、後期高齢者医療の高額療養費と重度障がい者医療費助成との調整に伴う広

域連合からの返還金となっております。 

 次の頁をお願いいたします。 

 備考欄一番上の南河内広域行政共同処理事業負担金返還金５２万２千円は、南河内府
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民センター内に６市町村で共同設置いたしております、広域福祉課に係る令和３年度負

担金の精算に伴う返還金でございます。 

 次に、その下の新型コロナウイルスワクチン予防接種費用６９万６千５９７円は、本

町の万葉ホールで実施いたしました集団接種でワクチン接種を受けた他の市町村の住民

分でございます。 

 次に、１つ飛ばしまして、電気代（多目的交流広場）１万３千８２１円は、葉室グラ

ウンドゴルフ場に設置しております飲料の自動販売機電気代でございます。 

 また、その下、新型コロナウイルスワクチン予防接種費用（過年度分）２９万９千２

４４円は、国保連合会を通じて受け取る他市町村の住民に係る令和３年度中のワクチン

接種費用のうち、国保連合会の事務手続きの関係で、収納が令和４年度となり、過年度

分として受け入れているものでございます。 

 次に、雑入の下から２番目の後期高齢者制度特別対策補助金７２万１千７３９円は、

令和４年１０月からの窓口負担２割の創設に伴い増加した事務経費に対する広域連合か

らの補助金でございます。 

 健康福祉部所管の歳入・歳出に係る説明は以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

○中村委員長 ただいま、健康福祉部関係の歳入・歳出について説明がありました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は放送にてお知らせいたします。 

午後 ２時２９分 休 憩 

                                        

午後 ２時４５分 再 開 

○中村委員長 それでは、再開いたします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○藤井委員 １０３頁の放課後児童会についてお尋ねします。待機児童はいないのでしょ

うか。お尋ねします。 

○川久保子育て支援課長 放課後児童会の待機児童なんですが、令和４年度につきまして

は０です。令和５年度、今年度に関しても０となっております。 

 以上です。 

○藤井委員 ありがとうございます。例えば、保護者の方にとっては、放課後児童会がな
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ければ、それこそ仕事を辞めなくちゃいけないこともあります。待機児童が出ないよう

に、対応をお願いいたします。ありがとうございました。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

○斧田委員 決算書の中で、幾つも出てくるのが今回の重層的支援体制事業というふうな

ことであるんですけれども、中身で言えば、社会福祉、老人福祉、介護、それと健康の

関係、それと子育てというふうな各部門のところで、重層的に支援事業というふうなも

のが挙げられているんですけれども、一番この事業の目的というんですか。まとめて重

層的と言われる名称を使っているものというのが、どういうふうな意味があるのかも含

めて、説明のほうをお願いできたらと思います。 

○嚨本福祉介護課長 重層的支援体制の整備事業なんですけれども、令和４年度から太子

町は導入しておりまして、以前から継続している事業をちょっと拡充というようなとこ

ろで、全く新規の取組というような印象は持っておりませんが、ですので、重層的支援

体制整備事業、今、委員おっしゃられたように、多方面にわたっています。どこか１か

所とかではなく。そういったことで、分かりやすくといいますと、上に大きなちょっと

概念的なお話になるんですけれども、よく言われます地域共生社会という社会、理念が

ございます。その下に、包括的支援体制とか、地域包括ケアシステムなんかがありまし

て、その事業の１つに重層的支援体制整備事業というところ、新たに概念的な部分で出

ております。事業は、今、決算、ご説明をいただいたとおり、障がい者、高齢者、子ど

もといったような、様々なところにわたっておりますが、そういったところでちょっと

捉えていただければと思います。 

○斧田委員 ありがとうございます。中々、この中身を聞かせてもらっていると、相談員

的な事業というんですかね、を自分ところの直営というか、職員を雇ったり、社協であ

ったりとか、保育所のほうに委託で事業を出したりとかされているような形なんですけ

れども、やはり対象となるケースというんですか、そういうふうなものが、年とともに

成長していく中で、どんな関わりを持てるかというふうなこととかが、一番こういうふ

うな事業をやられるときの、言えば重要な問題になってくるんじゃないかなと。住民に

本当に寄り添っていくというのがどういうことかというのも、こういうふうな事業の中

で、これからは取り組んでいかないといけないことになってくるんだなというふうに思

っているんですけど、予算的にはどうしてもこういうふうなそれぞれの執行科目という

んですか、目的によって予算は分かれてしまうのは仕方がないんですけれども、先ほど
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もちょっと言わせてもらったような、こういうふうな住民の中のケースというんですか

ね。対象となる人をこれからずっとつないで、行政が関わっていくというふうなところ

で、この事業の中の庁内でのそういう審議会であったりとか、どういうふうな形で取り

組んでいくかというふうなものを話し合う場というのもあるんですか。 

○嚨本福祉介護課長 今、委員おっしゃったように役場のみならず、他機関と連携して、

そういった住民福祉、相談事業であったりとか、するわけなんですけれども、そういっ

たところに広く連携しながら、取りこぼしなく、断らない、相談事を断らないというよ

うなところが、根本にございますので、そういった意味で、今、太子町の場合、社会福

祉協議会を中心に、そういった他機関の連携、研修会、勉強会含めですけれども、そう

いった協議体といいますか、会議を重ねております。 

○斧田委員 ありがとうございます。こういうふうな事業が今言われている関係課だけじ

ゃなくて、役場全体でもつながっていく可能性がある。それぞれの行政サービスへのつ

ながり方というのが出てくるかもわからないので、これからも頑張ってやっていただけ

たらなというふうに思っています。 

 それと続いて、児童虐待の関係で質問のほうをさせていただきたいんですけれども、

テレビとかのニュースを見ていると本当に悲惨な出来事があるんですけれども、太子町

の中で、こういう児童虐待に関わる通報の件数であったりとか、また、実際に措置まで

しないとあかんようなところの事例があったかどうか、話ができる範囲でお願いできた

らと思います。 

○川久保子育て支援課長 令和４年度の児童虐待の相談件数のほうは６４件ございました。

虐待相談種別で申し上げますと、児童を残しての外出、食事を与えないといったネグレ

クトが２５件、身体的虐待が２５件、次いで言葉により脅かすといった心理的虐待が１

３件、性的虐待が１件となっています。 

 また、要保護児童対策地域協議会、要対協が把握しております要保護・要支援児童の

台帳登録者件数は、昨年度は１１５件となっています。その中での重症度なんですが、

最重度は０件でした。重度７件、中度２９件、軽度が３８件、こういった状況になって

います。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。大変こういうふうな事例というんですか、待ったな

しで取り組んでいかないといけないというふうなことで、できるだけ太子町の中では、
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早くそういうふうな事業への取組というふうなことで、住民の方から情報等をいただけ

るような体制にも取り組んでいただけたらと思います。 

 以上です。ありがとうございます。 

○中村委員長 ほかに。 

○藤井委員 ９５頁をお願いします。子どもの医療費助成についてお尋ねします。１８歳

まで医療費助成が拡充しました。更に拡充をということで、助成ではなく無料なのです

けれども、もし１８歳まで無料にしようと思えば、どれぐらいになるのか、試算してい

ますでしょうか。 

○松岡保険医療課長 委員ご質問の１８歳まで、今現在こども医療を助成しているわけで

ございます。その中で自己負担５００円、支払っていただいているわけですけれども、

令和４年度の補助金ベースで１月から１２月、１年間を見ますと、件数で約２万２千件

弱。金額にしますと自己負担分が７６０万円弱となっています。ですので、無償化する

ということであれば、この財源が必要になるということでございます。 

 以上です。 

○藤井委員 ありがとうございました。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

○村井委員 いろいろあるんですけど、８７頁の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援

給付金給付事業というところなんですけど、これコロナの臨時交付金を活用されて、給

付事業というところで、決算の報告ということでは出ているんですけど、これはこれで

置いておいて、昨今まだこれ急激な何というかな、物価高の影響に対する、特にガソリ

ンとか、そこまでの話が出ているんですけど、これはもしそういうふうな同等の支援策

が、国なのか大阪府なのか出てきたときは、福祉部局で持たれるということでよろしい

でしょうか。 

○嚨本福祉介護課長 昨今の電力・ガス・食料品の物価高ですね。の対応といたしまして

は、今現在、国から３万円、１世帯。非課税世帯３万円という措置で、事業でいいます

と低所得世帯生活支援給付金という、給付金に今ちょうど取り組んでおるところですが、

もちろん国のほうからまた財源をつけて、追加の支援事業的なものがメニューが出てく

れば、また、役場、恐らく健康福祉部になるかと思われますけれども、そういったとこ

ろを中心に、また対応というようなことは十分考えられると思います。 

○村井委員 皆さんも承知のように、政府からこの秋に何か年末に向けて、追加の経済対
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策なのか、これ給付金給付事業としてやるのか、間接的にその業界に補助する形になる

のか、まだ具体的なとこ決まっていないかと思うんですけど、やっぱり政府からそうい

うふうなところで国民、住民さんの生活に直結するような、本当、お困りの方が多いの

でね。その辺のところも、今までの給付であったから福祉だとか、そうじゃなくてやっ

ぱり臨機応変にタイムリーに情報を得て、全庁挙げてやっぱり対応してもらう。本当こ

れは困っている方が多いですし、よその自治体ではもう独自で支援していこうという支

援策、今議会でも上がっているところがあると聞いているのでね。その辺も含めてちょ

っと考えていただけますようにと。 

 それと、今、国のほうでちょっとこれはこれからまだ正式な発表は、今の段階で、電

力、ガスということは、ガスというのが何か都市ガスのみ、ＬＰガスは入っていないみ

たいな。それで、政党のほうからもＬＰガスを入れてくれというふうな支援策にね。そ

ういうようなところの話も聞いていますから、もしＬＰガスが漏れたとか、そういうの

はやっぱり太子町独自でもやっていただけますようにお願いします。 

 もう住民さん、物価高で困っている方も多いですし、特に事業者さん、飲食事業者さ

んに、やっぱりその燃料を使われている事業者さんのところが、ご家庭で使われる以上

のやっぱり電力、ガス、燃料を使われているところがあるのでね。そういうところのも

う悲鳴に近い声というのも私のところに届いていますし、また、その辺の対応策もこれ

に関連してちょっと要望させていただきます。お願いしておきます。 

 続けてよろしいですか。 

○中村委員長 はい。 

○村井委員 それと、さっきの児童虐待とかいうんじゃないですけど、この決算書にはそ

れが出ていないんですよ。今、太子町でいわゆるヤングケアラーと言われる事例、事案、

報告が来ているのか。実際に、太子町内にそういう事例があるのか、ないのか、教えて

いただけませんか。 

○川久保子育て支援課長 子育て支援課からちょっと把握ができるのは、虐待のベースで

の相談があったのみ、そういった個別ケースを検討した結果、ヤングケアラーだったな

というところの把握はできるんですが、全体的な把握というのは、ちょっと子育て支援

課のほうではできてない状況です。 

○村井委員 これこそ子育て支援課というところの部署がもう中心になっていくのか、ま

た、これ教育委員会が主となっていくのか。これは各自治体によってまたいろいろ違う
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と思うんですけど、その辺の部署の連携ですね。どこでもやっぱりそのどっちでもなく、

やっぱり連携を取って、しっかりサポートしていこうよというところもありますし、今

議会でも、要望書としてヤングケアラー支援ということを採択される予定になっていま

すのでね。やっぱり、これ議会の議員の先生方もそうですけど、やっぱり担当部局、担

当部局といっても、やっぱり庁舎でみんなでちょっとその辺は、これ決算書にはないで

しょうけど、これから多分、また予算書のところとかにも出てきてもおかしくない事業

になってくるかと思うので、その辺のところもまた、しっかり組織内で調整していただ

くこと、その辺ちょっとお答えいただけたらということで。 

○子安健康福祉部長 今、ヤングケアラーについて、庁内の体制はというようなことをご

質問いただいておるんですが、実際のところ、さっきの子育て支援課もお答えしたよう

に、実際どこも把握できていないのが事実でございます。また、２年ぐらい前ですかね。

大阪府のほうに市町村の職員を集めて会議といいますか、そういった機運というんです

か、動きはあったんですけれども、その後、具体的な動きにはつながってないというと

ころもございます。 

 ただ、報道等、新聞等を見ますと、やはりヤングケアラー、具体的にはどういう形で

という定義的なところがはっきりしない部分もあるんですけれども、やはり対応が必要

ではないかというような報道もかなり出てきておりますので、その点につきましては、

委員ご指摘のように、教育委員会だからとか、福祉部局だからという壁を乗り越えて、

対象となるのは住民たるお子さんでございますので、どこで対応するにしましても、本

人、お子さんにとって一番いい形になるような対応を十分しっかり考えて対応していき

たいというふうに考えております。 

 以上です。 

○村井委員 最後に、１１７頁、健康マイレージ事業なんですけど、これは健康マイレー

ジ事業だけじゃないんですけど、これも私の肌感覚と言ったらいいのかな、何だろうな。

ここ数年、健診事業、健康づくり教室、この健康マイレージ事業とか、すごく力を入れ

て、糖尿病を少なくするとか、そういうふうに食生活のところとか、力を入れてかかっ

た結果が、このコロナ禍明けの中で、町内をウォーキング、ジョギング、もしくは山登

り、健康づくりに、ちょっと注意して生活されている住民さんがすごく増えているなと

いうのがある。ひとつたばこを禁煙にしたとか、ちょっとお酒の量を減らした、軽く運

動する、ウォーキングするというのは、町内を見ていてかなり、今の季節だったら夕方
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になってから歩いている方、ウォーキングされている方、ご婦人方数名で健康づくりさ

れている方が目につくんですけど、その辺のところをざくっとでいいので、健康という

ことを福祉部局としてどういうふうに今現状をお感じなのか、教えていただけませんか。 

○子安健康福祉部長 委員ご指摘の健康づくりのためにウォーキングなり、ご自分でいろ

んな健康法に取り組まれている方、この部分につきましては、当然、様々な健康づくり

に自らの意思で取り組んでいただくというところについては、太子町にとっても、これ

までの取組の結果というんですか。そういった部分もあって、そういう形になってきて

いるのであれば、大変ありがたいというのはありますし、いいことではないかなという

ふうに感じています。 

 ただ、今現状、コロナ明けといいますか、コロナが５類になって、少しずつ日常生活

を取り戻してきて、コロナ中のそういった外出の機会が減っているというようなところ

から、やっぱり健康づくりについての意識が高まっているという形で、そういうふうに

なっているのであれば、この意識がやはり継続してお持ちいただけるような何か取組と

いうんですかね。そういったところも考えていかないとあかんのかなというふうには考

えております。 

 以上です。 

○村井委員 今、ご答弁いただきましたとおり、私はすごくそういうようなところがちょ

っと芽生えてきている、芽生えつつある、芽生えてきているといったところがあるかと

思うんです。それと、やっぱり昨今のこのペットブームで、やっぱりおばあちゃんとの

散歩、夕方ですね。日中は暑いので、犬も足の裏をやけどするだろうといって、夕方か

らされている方も町のあちこちで見ますし、ただやっぱりそういうところで、これさっ

きのヤングケアラーと一緒なんですけど、今度、福祉部局と２階の地域整備課だとか、

やっぱりどうせウォーキングしてもらうのだったら、ちゃんと整備した安全な歩道、も

しくは景観、工夫、看板１つでも、目標物でもいいと思うんですよ。どこまでいったら

何キロカロリー消費、でもいいと思うんですね。ただ歩くだけじゃなくて、そこでちょ

っと工夫することによって、余計相乗効果でそういう健康づくり、それがまたほかの住

民さんのところに波及していくきっかけづくりというようなところがあるかと思うので、

その辺もちょっと一工夫で、ちょっとまた効果が出てくるのかと思うんですけど、その

辺のお考えはどうなのか、教えていただきますか。 

○子安健康福祉部長 今、ウォーキングコースも一工夫で、もう少し興味を持っていただ
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けるような形にできないのかというご指摘でございます。これまでにも保健センター、

いきいき健康課におきましては、これまで策定しているそういう計画の中で、ウォーキ

ングコース、住民さんなんかと一緒にお勧めできるようなコースをみんなで考えてみた

りというふうなこともやっております。そういった意味で言いますと、そういったとこ

ろのご案内というか、周知というのが十分でなかったのかなというふうに思っていると

ころでございます。 

 ご指摘いただいているように、一ひねりするだけで、単に歩くだけじゃなくて、何か

楽しみを持って取り組んでいただける。これも先ほど言いましたように、何かこう機運

が高まったときに、それを継続してもらう。そういった１つの仕掛けにもなるのかなと

いうふうに思っておりますので、そういったことが何かできないか、必要に応じて考え

ていきたいというように思っております。 

 以上です。 

○村井委員 私が記憶しているのが、町長も住民さんと一緒にノルディックウォーキング、

一緒に参加されて、ご婦人方と一緒にされた。やっぱり、ただ単に道を、公道をウォー

キングでなくて、やっぱりその２階と調整して、例えば、色とりどり草花が咲いている

ような、季節になったら桜が咲く、ヒマワリが咲いている、そういう仕掛けを楽しみつ

つ、気がついたら、ああ、もうここまで来たわみたいな、やっぱりそういう仕掛けとい

うのをどんどんしていくことによって、豊かなまちづくりというのが可能かなと思うの

でね。私は長年、健康づくりといったところに力を入れてこられていたことが、今年度

決算だけじゃないですけど、ちょっとずつやっぱり増えてきているという認識も私も持

っていますし、健康マイレージ事業の商品の工夫とかも、もう知恵を絞っていろいろさ

れているというのも認識していますから、またこれ、力を入れて継続的にやっていただ

きますようにお願いしておきます。 

 以上です。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

○嚨本（博）委員 ３７頁の出産子育て応援交付金のところなんですが、今、既に、支援

されてから時間もたっているんですけれども、妊娠５万円、また出産５万円の一時金な

んですが、申請された方、もう今まで何人おられて、どれぐらいの金額を使っているか、

ちょっと教えていただきたい。 

○堀内いきいき健康課長 令和４年度分の決算についての数字は今あるんですけれども、
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今、令和５年度については、ちょっとまだ集計が取れておりませんので、基本的には出

産された方、もしくは妊娠届を出された方が出されて、大体毎月１０名おられなかった

かなというふうには記憶はさせてもらっているんですけれども、今現在、この４月から

この８月末で、何人かというのは、申し訳ありません、今、手元には数字を持ち合わせ

ていなくて申し訳ないんですけれども。 

○嚨本（博）委員 ありがとうございます。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○中村委員長 ないようでございますので、健康福祉部関係についての質疑を終わります。 

 以上で本日の審議を終わります。 

 これにて委員会を散会いたします。 

 次回は６日となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 本日はお疲れさまでした。 

午後 ３時１０分 散 会 

                                        

太子町議会委員会条例第２７条第１項の規定によりここに署名する。 
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